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令和６年第３回中頓別町議会定例会会議録

〇議事日程（第１号）

令和６年９月９日（月曜日） 午前 ９時３０分開会

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 議会運営委員会報告

第 ３ 会期の決定

第 ４ 諸般の報告

第 ５ 行政報告

第 ６ 報告第 ４号 令和５年度中頓別町健全化判断比率の報告について

第 ７ 報告第 ５号 令和５年度中頓別町資金不足比率の報告について

第 ８ 同意第 ２号 中頓別町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

第 ９ 一般質問

第１０ 議案第５２号 中頓別町税条例の一部を改正する条例の制定について

第１１ 議案第５３号 中頓別町コミュニティ施設の設置及び管理等に関する条例の制定

について

第１２ 議案第５４号 中頓別町新型コロナ予防接種費用助成に関する条例の制定につい

て

第１３ 議案第５５号 重要な公の施設並びに議会の議決に付すべき重要な公の施設の利

用又は廃止に関する条例の一部を改正する条例の制定について

第１４ 議案第５６号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について

第１５ 議案第５７号 中頓別町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例の制定について

第１６ 議案第５８号 中頓別町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

第１７ 議案第５９号 工事請負契約の締結について

第１８ 議案第６７号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について

第１９ 議案第６０号 令和６年度中頓別町一般会計補正予算

第２０ 議案第６１号 令和６年度中頓別町国民健康保険事業特別会計補正予算

第２１ 議案第６２号 令和６年度中頓別町国民健康保険病院事業会計補正予算

第２２ 議案第６３号 令和６年度中頓別町水道事業会計補正予算

第２３ 議案第６４号 令和６年度中頓別町介護保険事業特別会計（保険事業勘定）補正

予算
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第２４ 議案第６５号 令和６年度中頓別町介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘

定）補正予算

第２５ 議案第６６号 令和６年度中頓別町介護保険事業特別会計（施設介護サービス事

業勘定）補正予算

第２６ 議案第６８号 令和６年度中頓別町下水道事業会計補正予算

第２７ 認定第 １号 令和５年度中頓別町一般会計歳入歳出決算認定について

第２８ 認定第 ２号 令和５年度中頓別町自動車学校事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

第２９ 認定第 ３号 令和５年度中頓別町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定

について

第３０ 認定第 ４号 令和５年度中頓別町国民健康保険病院事業会計歳入歳出決算認定

について

第３１ 認定第 ５号 令和５年度中頓別町水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

第３２ 認定第 ６号 令和５年度中頓別町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て

第３３ 認定第 ７号 令和５年度中頓別町介護保険事業特別会計（保険事業勘定）歳入

歳出決算認定について

第３４ 認定第 ８号 令和５年度中頓別町介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘

定）歳入歳出決算認定について

第３５ 認定第 ９号 令和５年度中頓別町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認

定について

〇出席議員（８名）

１番 蓮 尾 純 一 君 ２番 吉 田 智 一 君

３番 髙 橋 憲 一 君 ４番 長谷川 克 弘 君

５番 宮 崎 泰 宗 君 ６番 細 谷 久 雄 君

７番 西 浦 岩 雄 君 ８番 星 川 三喜男 君

〇欠席議員（０名）

〇地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名

町 長 小 林 生 吉 君

副 町 長 遠 藤 義 一 君

教 育 長 大 島 朗 君

総 務 課 長 永 田 剛 君
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総務課防災・行政
市 本 功 一 君

デジタル化担当課長

総 務 課 参 事 小 林 嘉 仁 君

政 策 経 営 課 長 笹 原 等 君

政 策 経 営 課
野 田 繁 実 君

まちづくり担当課長

産 業 課 長 平 中 敏 志 君

産業課商工労働・
観光まちづくり 矢 部 智 彦 君
担 当 課 長

産業課林務・基盤
西 川 明 文 君

整 備 担 当 課 長

産 業 課 参 事 兼
北 村 哲 也 君

農業委員会事務局長

産 業 課 主 幹 原 岡 将 史 君

建 設 課 長 北 村 正 樹 君

建設課上下水道
後 藤 晃 昭 君

担 当 課 長

保 健 福 祉 課 長 土 屋 順 一 君

保 健 福 祉 課
相 馬 正 志 君

保 健 担 当 課 長

保健福祉課主幹 五十嵐 弘 将 君

保健福祉課主幹 西 巻 俊 英 君

教 育 次 長 小 林 美 幸 君

国保病院事務長 西 村 智 広 君

長 寿 園 施 設 長 砂 金 昌 明 君

会 計 管 理 者 長 尾 享 君

〇職務のため出席した事務局職員

議 会 事 務 局 長 今 野 真 二 君

議会事務局書記 佐 藤 諒 佑 君
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◎議長の挨拶

〇議長（星川三喜男君） 皆様、おはようございます。議員各位におかれましては、令和

６年第３回定例会にご出席を賜りまして誠にありがとうございます。

◎開会の宣告

〇議長（星川三喜男君） ただいまから令和６年第３回中頓別町議会定例会を開会します。

（午前 ９時３０分）

◎開議の宣告

〇議長（星川三喜男君） 直ちに本日の会議を開きます。

◎会議録署名議員の指名

〇議長（星川三喜男君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、１番、蓮尾さん、７番、西浦さ

んを指名します。

◎議会運営委員会報告

〇議長（星川三喜男君） 日程第２、議会運営委員会報告を行います。

議会運営委員会委員長の報告を求めます。

宮崎さん。

〇議会運営委員長（宮崎泰宗君） 皆さん、おはようございます。先日開催しました議会

運営委員会の報告をさせていただきます。

令和６年第３回中頓別町議会定例会の運営に関し、８月２６日及び８月２９日に議会運

営委員会を開催したので、その内容を報告いたします。

１、会期について、本定例会の会期は本日９月９日から９月１１日までの３日間とする。

なお、会議に付された事件が全て終了した場合は会議規則第７条の規定により会期中に閉

会する。

２、本日の議事日程については、日程第１号のとおりである。

３、一般質問について、通告期限内に通告したのは３議員である。一部重複する可能性

があるので、後から質問する議員は答弁の重複が生じないよう注意願いたい。

４、町長提出議案の取扱いについて、全議案本会議で審議する。

５、決算審査について、議長発議により全議員で構成する決算審査特別委員会を設置し、

令和５年度中頓別町各会計決算に係る認定第１号から認定第９号を付託して会期中に審査

を行う。なお、その際、地方自治法第９８条第１項の規定により検閲、検査権限を同委員

会に委任、付与する。また、議会のペーパーレス化に向けて、タブレットの持込みを議長

及び決算審査特別委員会委員長の許可を前提に試行として決算書について紙文書及び電子
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ファイルを併用する。

６、閉会中の郵送陳情などの取扱いについて、全議員に写しを配付する措置を取り、議

長預かりとした。

７、本日の会議の冒頭から一般質問終了まで、また明日から予定されている決算審査特

別委員会を役場町民ホール及び町民センターに設置されたテレビに配信する。

以上で議会運営委員会報告を終わります。

〇議長（星川三喜男君） ただいま報告のありました決算審査におけるタブレットの持込

みを許可したいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、決算審査におけるタブレットの持込みを許可することにします。

ただし、会議における禁止事項として次の行為は行わないようにしてください。

１、音声及び操作音を発する行為。

２、電子メールの送信、ソーシャルメディアへの投稿及び通信等の情報を外部発信する

行為。

３、議長または会議の長の許可なく会議の写真、映像等の撮影、録音等をする行為。

４、会議以外の目的のために使用する行為。

以上となります。

これにて議会運営委員会報告は終了しました。

◎会期の決定

〇議長（星川三喜男君） 日程第３、会期の決定の件を議題とします。

お諮りします。本定例会の会期は、議会運営委員会報告のとおり、本日９月９日から９

月１１日までの３日間としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、本定例会の会期は本日９月９日から９月１１日までの３日間とすることに決し

ました。

◎諸般の報告

〇議長（星川三喜男君） 日程第４、諸般の報告を行います。

議長一般報告及び監査委員の例月出納検査報告につきましては、お手元に印刷配付のと

おりですので、御覧の上、ご了承願います。

これで諸般の報告は終了しました。

◎行政報告
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〇議長（星川三喜男君） 日程第５、行政報告を行います。

本件については、町長から報告の申出がありますので、これを許します。

町長。

〇町長（小林生吉君） おはようございます。第３回定例会、全議員のご出席を賜りまし

て心からお礼を申し上げたいと思います。

それでは、私から１件の行政報告をさせていただきたいと思います。中頓別町と学校法

人北工学園、これは旭川市にありますけれども、人材育成に向けた協定の締結についてで

あります。

中頓別町は、学校法人北工学園との間で、今後も人口減少や少子高齢化の急速な進展に

より人材不足が進む「保育士」や「介護福祉士」などの育成に向けて連携して人材の発掘、

育成に努めるとともに、国の制度の活用や各市町村、民間企業等への働きかけを積極的に

行い、安心して暮らすことができる地域社会の実現に向けた協定を８月６日に締結しまし

た。学校法人北工学園は、道北地域で唯一、保育・幼児教育、介護福祉等の分野や日本語

教育を通して社会に貢献する人材の育成に積極的に取り組んでおります。本協定締結によ

り、（１）保育・幼児教育、介護福祉等人材の発掘と育成、（２）地域の魅力向上、地域

経済の活性化等地域の発展を目指す取組の推進、（３）教育や文化資源を活用した教育、

文化の振興と発信の分野で協力していくこととなり、町内における保育・幼児施設や介護

福祉施設等において安定した施設運営を展開できるものと考えているところであります。

私からは以上です。

〇議長（星川三喜男君） 引き続き教育長から教育行政報告の申出がありますので、これ

を許します。

教育長。

〇教育長（大島 朗君） おはようございます。私のほうから教育行政報告をさせていた

だきたいと思います。

未来への挑戦「ハワイ英語研修」事業について報告をさせていただきます。令和５年度

に続き、令和６年８月７日（水）から８月１４日（水）までハワイ語学研修を実施いたし

ました。この事業の目的は、第１に英語力向上によるコミュニケーション力の向上を図る

ことであり、第２に異文化に触れ、国際的な視点を身に付けるとともに、短期間でも外国

で過ごし、わが国の文化を見直す機会の提供を行うことです。

今年度は、新型コロナによる事業休止期間に参加できなかった高校生も対象に中学生９

名、高校生１名の１０名で実施しました。生徒は、事前学習として、新天地を夢見てハワ

イへ入植した日本人が差別に苦しみ、第２次世界大戦では日系２世のアメリカ兵が差別に

苦しみ、また父母の祖国である日本と戦った歴史についてのＤＶＤを鑑賞した上で、真珠

湾で第２次世界大戦講和条約を結んだ戦艦ミズーリを見学しました。第２次世界大戦の背

景である日本とアメリカの関係などに関心を高め、戦争の実態や命の尊さを感じていまし

た。
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ホームステイでは、４組に分かれてホストファミリーと現地の生活を体験しました。特

に家庭内で英語を話さなければならない状況があり、生徒はとても勉強になったようです。

また、現地ではお店などでも積極的にコミュニケーションを取っている様子もみられ、様

々な人と交流することもでき、授業では学びきれない英語を聞き取る経験ができていまし

た。実際にハワイへ行き、異国の文化、自然、歴史、食生活を五感で体験し、どうしたら

自分の英語が伝わるかを考えながら、間違いを恐れず英語に挑戦する姿勢は、今後の英語

でのコミュニケーション能力を高めるとともに、自国の文化を見つめ直すきっかけとなる

等、当初の目的を達成することができたと考えています。

この研修のまとめと成果は、町民文化祭で発表を目指して準備中です。皆様のご支援に

感謝申し上げ、報告といたします。

以上でございます。

〇議長（星川三喜男君） ただいまの町長、教育長の行政報告について質疑はございませ

んか。

宮崎さん。

〇５番（宮崎泰宗君） 教育行政のほうもハワイの関係をご報告いただいて、町長の行政

報告のほうも北工学園との協定の締結ということで、内容的には分かりました。これは、

８月６日、たしか臨時会の日だったかなというふうに思うので、ちょうどそのときにその

光景を見て、今日協定式があったのだと、予定されていたのだというようなふうに思った

ところがあります。これはちょっと以前から気になっていたところではあるのですけれど

も、これまでも学校だったり企業だったりというところと町が協定を結んだりということ

があったかと思います。また、もっと言えば、例えば業者と契約を結んだりとか、こうい

ったコンサルがこの所管に入るというようなところが下手したら、全員ではないかもしれ

ないけれども、今でもどこにどういうコンサルが入っているとか、どこと契約を結んでい

る、協定を結んでいるというようなことが全く報告されていないところとかというのもあ

るようなふうに思います。なので、こういったところをもうちょっと早い段階で、なかな

か業者等、例えば入札の前にどこどこの業者と契約しようと思っていますなんていうこと

は言えるわけないと思うのですけれども、そういうことが終わった段階で、こういったと

ころと契約しました、協定式を予定しています、結ぶ予定ですというようなことをもうち

ょっと前の段階で議会のほうなんかにお知らせいただくことというのは、できないかなと

思うところなのですけれども、町長、どう思われていますでしょうか。

〇議長（星川三喜男君） 町長。

〇町長（小林生吉君） 協定の内容によっては、もしかしたら賛否の分かれるようなもの

もあるのかもしれません。そういったことにも配慮して、そういう可能性のあるものにつ

いては議会にも相談をしながら進めるということについてはやっていく必要があるという

ふうには思っています。あと、協定そのものは議会の承認事項ではありませんけれども、

事前に協定前に情報提供という形でするというようなことで今後は早めにお知らせをする
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というふうにしていくようにしたいと思います。

〇議長（星川三喜男君） そのほかありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認めます。

これで行政報告は終了しました。

今日、議場の中暑くなるかと思いますので、暑い方は上着を脱いで構いませんので、よ

ろしくお願いいたします。

◎報告第４号

〇議長（星川三喜男君） 日程第６、報告第４号 令和５年度中頓別町健全化判断比率の

報告を行います。

提出者から内容の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 報告第４号 令和５年度中頓別町健全化判断比率の報告について、

笹原政策経営課長から説明させていただきます。

〇議長（星川三喜男君） 笹原政策経営課長。

〇政策経営課長（笹原 等君） おはようございます。よろしくお願いいたします。それ

では、議案１ページを御覧いただきたいと思います。報告第４号 令和５年度中頓別町健

全化判断比率の報告について。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、令和５年度中頓

別町健全化判断比率を監査委員の意見をつけて報告する。

実質赤字比率、連結実質赤字比率及び将来負担比率につきましては、実質収支が黒字の

ため、算出されません。実質公債費比率につきましては、前年度のマイナス１．０％から

０．７％増のマイナス０．３％となり、早期健全化基準の２５％を下回っておりますが、

監査委員からの是正改善を要する事項のとおり、今後とも公債費比率の逓減に努め、より

一層財政の健全化を図りたいと存じます。

以上、報告とさせていただきます。

〇議長（星川三喜男君） ただいま説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、本件は報告済みといたします。

◎報告第５号

〇議長（星川三喜男君） 続きまして、日程第７、報告第５号 令和５年度中頓別町資金

不足比率の報告を行います。

提出者から内容の説明を求めます。
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町長。

〇町長（小林生吉君） 報告第５号 令和５年度中頓別町資金不足比率の報告について、

同じく笹原政策経営課長から説明をさせていただきます。

〇議長（星川三喜男君） 笹原政策経営課長。

〇政策経営課長（笹原 等君） それでは、議案の４ページをお開き願います。報告第５

号 令和５年度中頓別町資金不足比率の報告について。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、令和５年度中

頓別町資金不足比率を監査委員の意見をつけて報告する。

特別会計の名称、中頓別町国民健康保険病院事業会計、中頓別町水道事業特別会計、中

頓別町下水道事業特別会計、いずれも資金不足比率はございませんでした。

以上、報告とさせていただきます。

〇議長（星川三喜男君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。ありませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、本件は報告済みといたします。

◎同意第２号

〇議長（星川三喜男君） 日程第８、同意第２号 中頓別町教育委員会委員の任命につき

同意を求める件を議題とします。

提出者の説明を求めます。

小林町長。

〇町長（小林生吉君） 同意第２号 中頓別町教育委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて。

下記の者を中頓別町教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。

住所につきましては枝幸郡中頓別町字中頓別１５９番地１２、氏名は長尾祐一さんです。

昭和４６年３月１４日生まれ。

長尾さんにつきましては、今申し上げたとおりの生年月日で今現在５３歳になられます。

地元の高校を卒業した後、北海道農業大学校を卒業されておられます。平成３年から家業

の牧場に入った後、その年９月から中頓別町農業協同組合、現在は東宗谷農業協同組合に

勤務をされておられます。子育ての経験もあり、教育に関する知見も高いというふうに判

断をし、教育委員会の委員としてご承認を賜りたいというふうに考えているところであり

ます。よろしくお願い申し上げます。

〇議長（星川三喜男君） ただいま説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより同意第２号を採決し

ます。

この採決は起立によって行います。

同意第２号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

〇議長（星川三喜男君） 起立多数です。

よって、同意第２号 中頓別町教育委員会委員の任命につき同意を求める件は同意する

ことに決定しました。

◎一般質問

〇議長（星川三喜男君） 続きまして、日程第９、一般質問を行います。

本定例会では３名の議員から一般質問の通告がありました。

順番に発言を許します。

受付番号１番、議席番号６番、細谷さん。

〇６番（細谷久雄君） 皆さん、おはようございます。受付番号１番、議席番号６番、細

谷でございます。それでは、議長のお許しをいただきましたので、通告に従い、１点、行

政側の検討します等の経過報告書について質問させていただきます。

それでは、発言事項に参ります。一般質問とは、議員が町の一般事務に対してその執行

の状況、または将来の方針、政策的提言や行政の課題などを町長などの執行機関に直接た

だすことです。質問の範囲は、町の行財政全般のほか、地域で住民生活に密接している事

項など多岐にわたっています。議員の一般質問に対して行政側から検討していきたいとい

うふうに思っていますなどの形で答弁が保留されることが幾度もあったが、令和４年９月、

１２月の２回の定例会で一般質問等による課題提起及び経過報告書が行政側から議員に提

出がありました。しかし、この２回だけで、その後の定例会においても行政側からの検討

させていただきたい、検討を進めていきたい等の保留答弁がなされているものの経過報告

書が一切提出されていないのは何事か。その場しのぎの答弁は議員に対する議会軽視では

ないのか、町長に伺います。

〇議長（星川三喜男君） 町長。

〇町長（小林生吉君） 細谷議員の質問にお答えしたいと思います。

議会答弁を通じた様々な質疑や指摘を踏まえ、検討するという趣旨で回答した案件につ

きましては、各所管で検討、町長協議、確認し、対応することを原則としています。検討

する案件については、議会の場で判断できないもの、関係者との協議や意見聴取の必要な

もの、法令の確認や規定の整備、予算措置を要するもの、実現性等について精査や調査の

必要なもの、検討や対応に時間を要しているものなど、報告として取りまとめが進まない

部分もあり、この間の提出に至っていませんでした。案件については、各所管において対
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応を完了しているものもあり、それぞれの所管で適宜整理し、対応、管理していることか

ら、今後に向けては各所管が主体的に進捗を随時報告し、情報を共有するような意識づけ

を図りながら経過を報告していきたいというふうに思います。

〇議長（星川三喜男君） 細谷さん。

〇６番（細谷久雄君） それでは、ただいまのご答弁を伺いまして再質問させていただき

ます。

まず初めに、一般質問は議員にとって議会の議席を預かり、町の課題に取り組む政治家

として町民の暮らしを支える自治体の政策、制度をよりよいものにするために町政に対す

る監査と政策提案の機会であり、私たち町議会議員の役割のうちで最も重要なものの一つ

であると私は思います。そこで、幾度も繰り返される行政側の検討しますのご答弁、そこ

でこの検討しますの意味を私自身で国語辞典でちょっと調べてみました。検討するという

言葉は、物事に対して詳細な状況を様々な角度から調べたり考えたりして、その是非やよ

しあしを判断するという意味で、調べるという意味を持つ「検」と探し求める、深めるな

どの意味を持つ「討」の２つの漢字から成り、検討するとは対象の事項について調べ、考

えること、できることができないとか、どうやったらいいのかを考えるというニュアンス

を持っているそうです。それを踏まえて質問に入りたいと思います。

まず初めに、令和４年９月、１２月の２回の定例会で一般質問等による課題提起及び経

過報告書が行政側から議員に提出がありましたが、私も議員として４期になりますが、こ

のような経過報告書が提出されたのは、たしか初めてのことではないかと思います。それ

以前の定例会においても幾度も行政側の答弁で検討しますがあったにもかかわらず、なぜ

令和４年９月、１２月の２回の定例会でこの経過報告書を提出されたのか、その経緯を詳

しくお聞きします。

また、検討する案件についていろいろな事情で報告書として取りまとめが進まず、この

間の提出に至ってなかったとのご答弁ですが、この約２年間余りという長い期間があった

にもかかわらず報告書が提出されず、私が今回一般質問を提出したからこの９月の報告書、

これが出されたと私は思います。私から言うと、役場職員は言わなければやらないのかと、

行動しないのかと思いますが、町長の考え方を伺います。

また、私たちの一般質問は再々質問しかできません。そこで、行政側から最後に検討し

ます、していきたいというふうに思いますなどの形で保留答弁がなされれば、それにて一

般質問は終わりになります。やはり検討しますは行政側の逃げの答弁だと私は思いますが、

町長の考え方を伺います。

〇議長（星川三喜男君） 町長。

〇町長（小林生吉君） 検討するという言葉の使われ方については、政治行政の世界で独

特の意味を持って使われているところもあるというふうには認識しています。ただ、本町

に関して申し上げると、私がここで検討するというふうに答弁をしたら、改めて担当課長

に検討してくださいというふうに言わなくても必ずそれぞれの所管はここで答弁したこと
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の趣旨を踏まえてその検討に着手するということで、我が町に関しては職員と、検討する

という答弁の趣旨、その後の対応については確認をして進めてきています。経過の報告書

というまとめ方が果たしていいのかというところはあるかなというふうには思っています

けれども、決して検討すると答えてしっ放しでいいというふうに考えているものではない

というのは、これは私はもちろんですけれども、担当課長においても同じ認識でいるとい

うことはご理解を賜りたいと思います。

ただ、先ほども答弁いたしましたけれども、速やかにやれることとやれないこと、それ

からやるにしても時間を要すること等があります。こうした経過等についても具体化する

際に常任委員会で報告をさせていただく等の対応をしながら進めていくというふうに考え

ていきたいというふうに思います。言われなければやらないということでは決してありま

せんし、検討するというのは逃げるというような趣旨でもない、そこはご理解をいただき

たいと思います。

補足して申し上げますと、今年度の初めに各種所属長に対しては、これまでの議会等で

答弁があって検討課題になっているものついては全て一回私のところに報告をしてもらう

と、様式はばらばらですけれども、この４月に各所属長から報告をもらっています。全て

そろっているわけではないかもしれませんけれども、そういうふうにもらっていて、今年

度中に今検討を進めているもの、改めて新年度の予算に向けて協議を進めていくもの、そ

ういったような整理をしながら検討しているということも申し添えたいというふうに思い

ます。

〇議長（星川三喜男君） 細谷さん。

〇６番（細谷久雄君） それでは、再々質問させていただきます。

まず初めに、検討しますをうかつに言えなくなった島根県江津市議会の制度についてお

話をしたいと思います。議会答弁の決まり文句としておなじみの検討するという文言が島

根県江津市議会で大幅に減っています。市執行部が検討すると答弁した場合、結果を半年

後に報告することを義務づける制度は、２０２１年の３月議会から施行され、執行部が検

討を安易に使えなくなりました。制度試行は、同様の取組をしている長野県飯綱町を視察

した議員が市に提案して始まりました。背景には議員の成り手不足など関心低下の気があ

り、議会活動や行政の現状を分かりやすく市民に伝える狙いがあったそうです。一般質問

に対する答弁が対象で、議会側が指定した案件に限り、市側が検討、結論の結果を出すよ

うです。試行の成果を確認するため、中国新聞が２０２１年３月以降、７回の定例会の一

般質問と試行以前の７回の一般質問の議事録から答弁中の検討している、検討したいなど

を抽出し、比較した結果、その結果試行以前は計１６９件だった検討が２０２１年３月以

降は３割減の計１２４件に減っていました。また、制度を始めた２０２１年３月議会で２

３件だった検討が次の６月議会で１１件と半減したようです。減少について市幹部は、検

討をしますと言ってしまったら実現しなくなる、これまで使いやすい文言だったが、使い

にくくなったと打ち明けます。別の幹部も試行の改正以降意図的に避けるようにしている
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と明らかにしています。

そこで、質問に入りますが、行政側の答弁要旨の最後に、今後に向けては各所管が全体

的に進捗を随時報告し、情報を共有するよう意識づけを図りながら経過報告していきます

と述べられております。私は、今後も一般質問等で検討しますという言葉が幾度も出てく

ると思いますが、保留答弁の中にはやはりできるものとできないものがあると思いますが、

町長言われたとおり、私は今後は保留答弁が出たときには次回の定例会までに経過報告書

の提出を願いたいと思いますが、町長のお言葉をいただきたいと思います。

〇議長（星川三喜男君） 町長。

〇町長（小林生吉君） 検討しますって言わないほうがいいですよね。経過報告書という

形がいいのかというところもあるし、そのタイミングとかもあるので、一律次回定例会に

報告するのがいいのかというところはちょっと考えるところもあるというふうに思います。

ただ、先ほど言いましたように少なくともうちの行政としては、全て速やかにというふう

にはなっていないかもしれませんけれども、検討すると言った課題をそのままにして何も

しないでいるということは本当に限られているのではないかというふうには思っています。

改めてどういう形がいいのかということを内部で十分検討させていただいた上で、議会に

対しても、議員の皆さんの声は町民の声だというふうに私だけではなくて職員も当然思っ

ているので、誠実に答えるという姿勢をどういう形でつくるのかということを早急に対応

を考えたいというふうに思います。

〇議長（星川三喜男君） 細谷さん。

〇６番（細谷久雄君） これで私の一般質問を終わらせていただきます。

〇議長（星川三喜男君） 暫時休憩します。

休憩 午前１０時０６分

再開 午前１０時１６分

〇議長（星川三喜男君） 休憩前に戻り会議を開きます。

ここで議場の時計で１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１０時１６分

再開 午後 １時００分

〇議長（星川三喜男君） それでは、休憩前に戻り会議を開きます。

引き続き一般質問をいたします。

受付番号２番、議席番号１番、蓮尾さん。

〇１番（蓮尾純一君） 受付番号２番、議席番号１番、蓮尾です。本日も一般質問で３件

上げさせていただいております。よろしくお願いします。
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まず、１つ目からご質問させていただきます。中頓別学園構想の詳細はというところで

質問です。関係各位のご尽力のおかげで学園構想自体が存在し、実施に向かい動いている

ことは町民に伝わりつつあります。しかし、構想の内容が漠然としたものであるため、内

容がどういったものなのかつかみ切れていない町民が多くいる状況かと感じています。ハ

ードありきではなく、ソフトの本質について今の公共事業において求められますが、具体

的な事業内容についてはいつ頃の公表となる予定でしょうか。幼小中一貫教育に関する組

織の詳細や教育方針などのビジョン、教員の確保や処遇、一つの建物をシェアして使うと

したシミュレーションが全くされていないなどの現況ですが、間に合うのでしょうか。

一般町民に開放すると事前情報にもありますが、利用につき具体性に欠いたものしか現

在のところ示されておりません。着工が目前に迫った中、実際に使用とすると不便であっ

たり、違う形のほうがよかったとなるような施設であってはならないと考えます。教職員

へのヒアリングも行いましたが、シミュレーションはされていないとの回答を得ています。

お伺いした内容について今後どのようなスケジュールで対応していく予定なのか、それに

対し推進するに当たり、人員充足率は足りているのかもお伺いいたします。

〇議長（星川三喜男君） 大島教育長。

〇教育長（大島 朗君） 蓮尾議員のただいまの中頓別学園構想の詳細についてご答弁申

し上げたいと思います。

中頓別学園の構想については、昨年度は全体協議会を６回実施し、また町民の皆さんと

ワークショップを３回実施し、町内各団体代表者からヒアリングを実施するなどして整理

してきました。この骨子については、広報なかとんべつでも掲載したとおりです。これら

については、７月３０日に保護者説明会、８月１日に合同学校運営協議会で提示させてい

ただきました。また、毎月の教育委員会議で進捗状況について報告してきています。また、

学校、教職員との協議については、昨年度は４月２４日の第１回教職員ワークショップを

スタートに、既存の小中連携委員会、幼小中合同研修会において行い、３月１２日の教職

員研修会で年度の整理を行いました。今年度は学校づくり委員会を７回計画し、中頓別学

園の教育課程編成に向けての協議、仮校舎の協議、新しい施設の活用や環境づくりの協議

などを行っています。その内容については、新しい学校づくり推進室だよりとして教職員

関係者と情報共有を図っています。また、月１回、小中学校、こども園、教育委員会の管

理職が推進企画会議を行い、中頓別学園準備の調整や協議を行う中心的な役割を担ってい

ます。また、この会議には必要に応じて各校の分掌部長が参加し、具体的な教育活動の調

整や学校運営について調整を進めています。特に、協議内容としては学校現場が混乱しな

いよう順序立てて進めているところであり、現在は仮校舎の運用について重点的にシミュ

レーションしているところです。また、子供たちには学校づくり授業として学校づくり推

進室が小中学校に出向いてそれぞれ年間６回ずつ行い、教育課程に取り入れる対話活動を

行っています。

今後のスケジュールですが、以上のことに加えて第２回保護者説明会を１１月に予定し
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ています。並行して町民の皆さんへの説明会も同時期に計画しています。その際には仮校

舎での生活の仕方や広報で紹介した学園構想の具体的な内容について説明する予定です。

９月１９日には「折れない心を育てるいのちの授業」と題した町民の皆様、職員向けセミ

ナーの中でも構想について紹介する予定です。令和８年度以降の義務教育学校に向けた教

職員体制づくりについては、宗谷教育局に支援いただくよう、９月以降に行われる人事協

議で要望していきます。この事業は、ご指摘のとおりハードありきではなく、ソフトの本

質が重要です。特に大人も子供も生涯を通じて使うことができる施設という基本方針を具

現化するために、実施設計ではこれまでの様々な協議を通していただいたご意見、要望を

可能な範囲で組み込んできました。今後は、この施設のよさを義務教育学校の教育課程編

成に生かし、また町民の皆様により活用いただけるように取組を進めていきます。例えば

８月に行った移動図書館の取組では、３日間で１１２名の利用で期待や要望をいただきま

した。このようなことを進めていくことで利用促進を図るためのアプローチを進めていき

ます。推進するに当たり、人員は十分とは言えませんが、教育委員会を中心に町長部局、

各課とも連携を一層図りながら進めているところです。今後も適宜情報を共有し、町民の

皆様からのフィードバックを受けながら、よりよい学園構想の実現に向けて取組を行いま

す。

以上です。

〇議長（星川三喜男君） 蓮尾さん。

〇１番（蓮尾純一君） 今の答弁を受けて再質問させていただきます。

この後１１月に説明会を予定されているとのこと、今後またそういった機会を設けてい

くという答弁だったと思うのですが、説明する予定の内容が固まっているのか。固まって

いないのであれば今後どのようなスケジュール感でその内容を固めていくのか。もうそろ

そろ決まっていないとまずいですという時期だと思うのです。表面上で構想自体のやりた

いことであったり、こうであったほうがいいという方向性自体は何となくうっすら見えて

いるような気はするのですけれども、それの具体的な内容まで含めてそろそろ説明する時

期に来ているのではないかなと思います。

あと、すみません、今のところが１点と、シミュレーションの件なのですけれども、今

の答弁の中でいただいた中でちょっと気になる点がありまして、管理職もしくは教育委員

会でこの話をしてシミュレーションしていると思うのです。これは非常にまずいなって私

個人的にこの答弁を聞いて思っていて、運営するのは教育委員会であったり管理職が運営

するのかもしれないですけれども、実際に現場に立つのは今いる現場の教員であったり職

員が動くことになるのです。この人たちの意見等の吸い上げはしっかりできているのか、

そういう機会を設けていないのであればしっかり設けなければならないというふうに思い

ます。管理職は現場にいないので、細かいことまで目配り、気配りできません。そういう

ものなのだろうなというふうに思います。全部を把握している管理職というのはなかなか

いないと思いますので、現場の意見等ももう少し吸い上げるような推進企画会議とかもし
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ていかなければならないのではないかなと思います。でないと、先ほどの私の質問の中で

話しさせていただいた実際はこういうふうにできないよね、このほうが使いやすいよねと

かという話、不便であったりとかということが目に見えてこないと思うので、現場のほう

もしっかり入れていってほしいというふうに思っております。

あと、町民の方からよく聞かれるのが教職員の配置についてよく聞かれます。今道の教

育委員会のほうでうちの小学校、中学校のほうに職員を出してもらっていると思うのです

けれども、今度ここで雇う教職員は町の職員になるのかどうなのかとかがはっきり聞く機

会がない、アナウンスされている機会がないという話も聞いています。もしも町の職員に

なるのであれば、その処遇等々についてはどうなるのか。具体的に言うと、２０歳で働い

て６５歳まで、定年までずっと中頓別町にいるような形になるのかというところの部分も

どうなっているのか見えてこないよねという話です。そうなると、本当にこの山間僻地で

教職員が集まるのという不安を持っている人もおります。その辺りがちょっと見えないの

でご答弁いただきたいのと、それに向かう今の話をした教職員を採用するに至っての組織

として幼小中、一応一貫の構想になっておりますので、それぞれの位置づけ、組織として

のどういう体制をつくっていくのかという部分もお伺いしたいなというふうに思っており

ます。

〇議長（星川三喜男君） 教育長。

〇教育長（大島 朗君） ただいまの蓮尾議員の再質問についてお答えしたいと思います。

まず、今後行う今１１月ということで予定をしております説明会の内容ですけれども、

７月に行われた説明会でいただいたご質問等については、紙ベースで今整理をしてお配り

することになっていますが、そこについても改めて確かめをするという意味で説明をする

内容も幾つかあるかなというふうに思っています。それから、現在１１月の予定では設計

や教育課程の進捗状況をお伝えし、一番は保護者の皆さんに説明する内容としてみると、

一緒の校舎で小中学校が学びを進めるわけですので、合同での生活の運営について、工事

も含めてその状況について詳細、それから日課表だとか行事の運営についてということで、

そこも今の段階で説明できる内容だとか、今まで違う学校で運営していたところもありま

すので、それらの生活の決まりとか生活の仕方というところ、それからスクールバスだと

か、プランにどのように運営がつながっていくのか、そこは細かいところを今詰めている

のですけれども、バスの運行状況だとか、ほかの活動についてということで、それらを基

に、新しい施設に向けてこれがベースになりますということを骨子にしようというふうに

考えています。

それから、２点目の一般職員へのシミュレーションということなのですけれども、先ほ

ど申し上げたとおり学校づくり委員会というのが年７回あって、現在４回行っているので

すけれども、全ての小学校、中学校の教職員、それからこども園は代表でということで全

員ではないのですけれども、そこの中で全ての先生方が一堂に会して、こちらのほうで段

階を追って、テーマを基に先生方からの要望だとか聞き取りだとか、それから構想を一緒
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につくり上げるというようなことをしています。直近でいうと第４回目は新しい施設の環

境づくりというところで日建設計、委託している設計会社なのですけれども、日建設計の

方にも来ていただいて説明をして、図面を通して先生たちから質問だとか、ここはどんな

ふうに使ったらいいのかなということをそれぞれグループに分かれて確かめをし、また設

計で分かっているところについてはその場でお答えをいただいたりだとか、それからここ

についてはこの後、学校運営上のいろんな問題、問題と言ったらあれなのですけれども、

学校運営の仕組みというところもあったので、ではこれは先生方が持ち帰って考えましょ

うというようなことを直近で行ってきたところです。それから、ほかの３回も同じような

スタイルで、中学校の教員が小学校の子供たちも見るので、子供たちをどのように見てい

ったらいいのかだとか、その逆も含めてですけれども、そこを目合わせということで、今

生徒指導提要というのが文部科学省のほうで全面改定されているところもありますので、

そこを基にしながら学習を進めようということがあったりだとか、そんなことを先生方と

はしています。それらを集約したり焦点化するために管理職または分掌部長の先生が整理

をして、それを分掌部長がそれぞれの学校に持ち帰って、チャイムはこんなふうにしたら

いいねだとかということを先生方と協議をして、また戻ってくると、行ったり来たりをす

るというような仕組みを今年度は進めてきているところでありますので、管理職ももちろ

んですけれども、一般の先生方からもそのような、直接的には７回ということで、間接的

には校内での打合せを丁寧に進められるような段取りを進めてきているところです。

それから、３つ目の教職員の配置についてですけれども、義務教育学校になった際は今

と同じような道教委からの配置ということになっています。ですから、簡単に言うと今の

先生方が、人はちょっと替わると思うのですけれども、そのまま義務教育学校の先生にな

るということで、配置上、例えば管理職は今校長１人ずついるのですけれども、今度は校

長が１人になるだとか、養護教諭が２人ですけれども、今度は２人にするか１人にするか、

ほかの先生に置き換えるかだとかということが可能だというふうに今詰めているところで

す。義務教育学校は道内でもたくさんできているところもありますので、配置は道教委か

らの配置になっていますので、細かい事務職員が２人いるけれども、１人だったらどうな

るかだとかというシミュレーションについては今宗谷教育局のほうに確かめをしていると

ころで、それらを基にしながら学級数に応じた教職員の定数が決まりますので、それは全

て道教委から配置されるというふうになっておりますので、それぞればらばらに教職員を

配置するよりも義務教育学校にしたほうが配置の仕方が工夫ができるというところまで今

確かめをしていて、ちょっと今細かいところは伝える情報がまだ整理し切っていないので

すけれども、校長１人だけというところも含めて、そこについては先生方と今情報の共有

を図っていくところです。

以上でございます。

〇議長（星川三喜男君） 蓮尾さん。

〇１番（蓮尾純一君） ごめんなさい、ちょっと私の勉強不足のところもあると思うので
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すけれども、今ご答弁いただいたところを何点かもう一度お伺いさせていただきます。

今のご説明いただいた例えば校長を１人置くとか、事務職員をどうこうとかという部分

についても内容が見えないのですよね、やっぱり。内容が見えていないので、町民からそ

ういう疑問であったりとかというところも出てきていると思うので、側から固めていくの

か中身から決めていくのかという、どっちが先なのだという話にはなると思うのですけれ

ども、もう少し丁寧に、今の幼小中が存在すると具体的にはどういう変更があるのかとい

う部分を、今いろいろ広報とかでアナウンスされている部分というのはどちらかというと

構想自体がどういうものなのかという説明をされているのですけれども、幼小中、今分か

れているものが一体になることで体制がこうなるであるとか、教育の中身が例えばこのよ

うに変わりますだとか、中頓別町の地域特性を生かしたこういったプログラムをやること

ができますとか、そういう効果が認められますとかという部分が全く見えてきていないの

で、中頓別学園の意義自体が見えないのです。幼小中一貫でやることに対しての学園の意

義が内容が見えてこないので見えてきていないという部分があるので、そこの部分を説明

できるように早々に内容のほうを固めていってほしいと思います。来年度から工事が始ま

るというのを考えると、建物が建ってくるのを見ると内容は全然見えてきていないけれど

も、どうなっているのって不安になるのがやっぱり町民感情だと思うのです。そこの部分

も並行して、なかなか難しいところだとは思うのですけれども、人が足りないというよう

なご答弁もいただいているので、難しいところかと思いますが、もう少しスピード感を上

げていってほしいなというふうに思います。

最低でもこういう公の場では質問できないことで心配していますという例を今お話しし

ます。幼・小・中も含めて一つの学校にいることで、例えば大きな中学３年生の子供が幼

児性愛の傾向を持っているというふうになったときに、例えば小学校１年生の子供を好き

になってしまったと、同じ学校の中にいて年齢１０個しか離れていなくても小さいときの

１０個というのはすごい年齢差に感じます。中学校３年生に小学校１年生の子がこれをや

ったこと、したことを言うのではないよ、親に、先生に言うのではないよって言われると

言えないものだと思います。そういったところへのケアとかが今のところ全く公の場で議

論されていないということも不安に感じている親御さんもいます。また、そういうことに

関しては協議会であったり保護者説明会であったりというところではなかなか聞きづらい

し、言いづらいことだと思うのです。そういったところをどれぐらいケアされているのか

とかというところも含めてちょっと一度ご答弁いただければと思います。

〇議長（星川三喜男君） 教育長。

〇教育長（大島 朗君） ただいまのご質問にお答えしたいと思います。

まず、配置等の内容がまだ見えていないというところについては、一方的に教育委員会

がということではないところもありますので、学校の中でも今協議を進めていただいてい

るところもあります。ただ、教育内容については、保護者説明会でも若干申し上げたとこ

ろもあるのですけれども、幼小中一貫したというのはなかなか具体的ではないので、例え
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ばということで森のこども園の活動を４年生の中まで続けていけるようなプログラムにし

ますだとか、英語教育についてもこども園から進めているところがあるので、今ずっとや

っているのですけれども、それがよりスムーズに進められるような工夫をしますだとか、

そんな具体的なところで説明はさせていただいています。それらを一つにまとめるという

ところが今順次行っているということで、部分的に行っているところについては申し上げ

たとおりであり、例えば教育と支援の融合を施設の中で行えるようなことも考えています

ということも行っていますが、今議員ご指摘のとおり断片的な情報になっているところも

ありますので、整理する機会はもう近々進めなければならないかなというふうに思ってい

ます。構想をより具体化したものが教育課程だというふうに押さえていますので、その教

育課程、それこそ物すごくたくさんになるので、多岐にわたるので、町民の皆さんや保護

者の皆さんから見て分かるような教育課程の骨子みたいなものについては今整理をしてい

るという状況になって、できれば１１月の中で少しお示しできるといいかなというふうに

感じています。

あと、中学生と小学生が一緒にというところだったのですけれども、先日の保護者説明

会の中でも挙手をして声でというのではなくて、オンライン上での質問の中にもそういう

ご質問をいただきました。それで、そこは私たちのほうでも丁寧に進めなければならない

ということを考えていましたので、先ほど申し上げた学校づくり事業という中で、子供た

ちに対して、中学生、小学生に対してどんな学校にしたいかというようなことを教育委員

会の職員や先生方と連携しながら、そこに特化した授業というのを進めているところです。

プログラム的なもので進めています。この後小学生と中学生が一緒にそういう授業を受け

たりだとかということも計画をしていますので、一緒になる前にソフトランニングできる

ような子供たちの交流だとか、子供たちが一緒になるときにどんなふうに考えたらいいか

なということを考えていきたいというふうに思っていますし、特に学校の中で先生方が指

導するときの配慮事項としてもそこは質問の内容を共有をしていますので、そこも含めて

子供たちのほうには丁寧に指導しようということで先日も話合いをしたところであります。

以上です。

〇議長（星川三喜男君） 蓮尾さん。

〇１番（蓮尾純一君） 今ご答弁いただいた内容をスピード感を持って対応していただか

ないと、少し押してきているのかなという印象がありますので、ご答弁いただいたとおり

になるべく、人員配置大変なのは承知しておりますが、何とかご努力いただいて進めてい

ただきたいというふうに思っております。

それでは、２つ目の質問について移らせていただきます。町民の生活満足度についてと

いうところでご質問させていただきます。行政サービスを提供する上で非常に重要となる

生活満足度ですが、当町は残念ながら総じて高いものであるとは言えない状況であると考

えております。満足度は、まず住んでいてお金がかかり、生活を圧迫しないかという部分

も大きな指標になると考えております。前回の一般質問でも取り上げましたが、公営住宅
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は所得に応じ高額となるため、幾ら給料が上がっても生活は今のところ豊かになっており

ません。所得と連動しない公営住宅は狭小であり、家庭を持った方にとっては使い勝手の

悪い住宅です。民間アパートは比較的高額になってしまうため、選択肢として難しいこと

は少なくありません。上下水道は、決して安価ではありません。医療について恵まれた環

境ではありません。日々の消費も町内では完結しません。医療や消費、遊ぶ場について不

足を補うために、ほかの市町村に移動するために多くお金がかかります。これらは、満足

度を下げる大きな要因です。そのような中、この町の仕事を選択していただいた方や自然

や風土などを好み、町に住んでいただいている住民を大切にしなければなりません。現在

進行している教育環境の充実はとても大切なことだと考えますが、まずこれら直近の課題

にも真摯に向き合う姿勢が必要なのではないでしょうか。家賃の引下げが難しいようであ

れば子育て世帯への住宅補助を検討する。戸建てを促進したいのであれば速やかに助成額

を変更する。町内で生活が完結しないのであれば交通移動に関する補助を検討する。子供

の遊ぶ場所がないのであれば全天候型の公園を設置するなど当町独自の支援を行い、当町

に在住する上で満足度を上げる必要があると考えますが、いかがでしょうか。

〇議長（星川三喜男君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） 蓮尾議員の町民の生活満足度についてのご質問にお答えしたいと

思います。

まちづくりの指針となる総合計画の策定においては、高校生以上の全町民を対象として

アンケート調査を実施しており、第６期総合計画策定作業、平成１３年５月では町の仕事

に対する重要度について聞き取りを行い、第７期総合計画からは満足度を新たに加えて実

施、また第８期総合計画策定時、令和２年７月にはさらにパネル形式による幸福度アンケ

ート調査も行ってきています。直近で実施した第８期アンケート調査結果では、保健、医

療、自然環境保全に関する取組に対し満足度が高く、公共交通、町民生活、町民活動の取

組において満足度が低い結果となっています。

その上で生活満足度を上げるための居住環境に対する支援についてですが、公営住宅に

ついては現在長寿命化計画の更新作業を行っており、公営住宅などの現状把握、未来に向

けての対応を検討しているところです。住宅補助に関しては、本計画の作成と併せて検討、

総合的に判断していきたいというふうに考えています。個人住宅については、条例改正を

行い、助成金を引き上げる対応をしていますが、昨今の建築費高騰により利用者が多くな

いのが現状です。今後の医療状況を注視し、さらなる引上げの是非も検討していきたいと

いうふうに考えています。個人住宅のリフォームに対する助成金は、現行制度を利用しや

すいようにという趣旨で改正に向けた作業を進めており、新年度から実施するよう、今内

部的な準備を行っているところであります。

町外への移動に対する支援については、消費流出が促進されるような交通費助成の創設

は難しいと考えますが、町外の医療機関の受診に向けて、またはその仕組みづくりついて

検討してきたいというふうに思います。
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また、全天候型の公園設置に関しては、教育委員会において新しい学校が完成した後に

現在の郷土資料館の利活用の議題の一つとして検討していくということであります。町が

取り組む各種施策に関しては、町民アンケート調査や事務事業評価などを踏まえ、随時見

直しを行いながら、この町に住み続けられる環境を整え、生活満足度を向上させていくこ

とができるよう努めていきたいというふうに考えています。

〇議長（星川三喜男君） 蓮尾さん。

〇１番（蓮尾純一君） 今のご答弁をいただいて再質問させていただきます。

まず、公営住宅のことの部分についてもう少しお話をさせていただきたいと思うのです

けれども、非常に公営住宅に入っている方から不満が上がっております。寒いだとか、古

い割には高いだとか、一般、普通の住民になりますので、築３０年、２０年の物件は普通

の感覚でいうと、アパートの感覚でいうと普通価格は下がっていったりするものなのです

が、隙間風が吹いたりカビが生えたりする物件にもかかわらず高いというような話もいた

だいております。視点が行政側とずれている部分があるのかなと思うので、ちょっとお話

しさせていただくと、今ご答弁いただいた中では長寿命化計画の更新作業を行っているの

ですよね。長寿命化は、町の財産なので、その財産の延命措置をするのはすごくいいこと

だと思うのですけれども、実際にそれは住んでいる人のことは考えられていないと思うの

です。例えば今壁を公営住宅で貼り直しましたと、でも壁を貼り直して暖かいかっていっ

たら、そうではないのです。普通の家だとサッシも入れ替えるのですよね、断熱をするた

めに。そういった視点が抜けているので、こういうことが言われることになっているのか

なというふうに思います。なので、計画策定を行政主体で今行っていると思うのですけれ

ども、ぜひ住んでいる公営住宅に入っている方々のご不満であったりご指摘であったりを

聞くような機会を設けた上で計画の策定を行っていただいてほしいというふうに思ってい

ます。その上で総合的に判断をしていくというような形がいいのではないかなというふう

に思っております。

あと、リフォームについて需要も高まると思いますので、現行制度を改正するというの

は非常にいいことかなと思うのですけれども、これについても同様でありまして、さきに

私が言いました公営住宅の件と同じでして、本当にやりたいリフォームに対して対応でき

る内容であるのかどうかというのをどこまで把握してこの助成金を創設するのかというと

ころが問題になると思いますので、どれぐらい意見を酌み取った反映されたものになって

いるのか、国の指針とか前例とか、ほかの町村でやっているものをまねしたようなものに

なっていないかどうかというところについてもお伺いしたいというふうに思います。

〇議長（星川三喜男君） 北村建設課長。

〇建設課長（北村正樹君） 今の蓮尾議員の質問にお答えします。

公営住宅の長寿化計画を今年度更新作業を行っているのですが、おっしゃるとおり今ま

でどおり外壁の改修をやってきたのですけれども、内装だとか断熱だとかというのは手を

つけていない状況でありました。その辺を考慮しながら、今の長寿化計画という更新もそ
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の内容も組み込めるので、その辺も総合的に判断していきたいと考えております。

公営住宅の検討委員会につきましても、今までは役場内部の組織で検討していたところ

があるのですけれども、今年度これからなのですけれども、いつも一般質問に公営住宅を

質問していただく蓮尾議員だとか宮崎議員とかもお声かけしていただいて検討委員会に入

っていただくというのも１つ考えられるところなのかなと思っております。

リフォームにつきましても、来年度をめどに今条例改正の手続を進めているのですけれ

ども、単純リフォームではなくて、今考えていたのが、リフォームなので機能アップはす

るのですけれども、断熱改修だとか、あと脱炭素系ですよね、その辺にやっていただける

とつきやすいような条例というような内容を考えておりますけれども、その内容について

も今言ったとおり公営住宅長寿化の検討委員会でも議題にしながら進めていけたらいいな

と考えております。

〇議長（星川三喜男君） 蓮尾さん。

〇１番（蓮尾純一君） 検討いただけるということで、先ほどの細谷議員の件にもありま

したが、検討をぜひしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

この中で、あとこういうふうに行政と町民の間で問題として一つの課題に対して乖離が

起きてきてしまう要因の一つとして、この答弁の最後のほうにもありますが、事務事業評

価の件です。少し前の議会でも私はお話しさせていただきましたが、事務事業評価に対し

て、町民の考え方というか、意見というか、評価がなかなか反映されていないのかなとい

うふうに思うのです。行政の人は行政の中で事務事業評価しても、やはり本質、町民が抱

えている、私は行政というのはサービス業だと思っているので、行政サービスと言うぐら

いなので、サービスを受託する側の意見を吸い上げるシステムの一つとして事務事業評価

などがあると思いますので、その場に、それこそ先日いただいた検討しますの回答に対す

る中にも事務事業評価のことは触れてありますが、行政の中だけで事務事業評価をしてい

くのではなくて、またそれを評価したものを公開するのではなくて、事務事業自体を評価

する場に町民も入れることもぜひ検討を本当にしてほしいなと思います。今のシステム上、

仕組み上なかなか難しいのかもしれませんが、逆にそれぐらいやらないと町民に対して真

のサービスをすることができないというふうに捉えてほしいというふうに思います。真の

サービスを捉えないと結局文句を言われるだけで働き損になってしまいますので、そうい

った事態にはならないほうがいいと思うのです。やっぱり職員も働いていて文句を言われ

るよりもやってくれてありがとうって言われた仕事をやったほうがいいと思いますので、

前向きにそこの部分も検討していただきたいなと思います。

〇議長（星川三喜男君） 野田政策経営課まちづくり担当課長。

〇政策経営課まちづくり担当課長（野田繁実君） 事務事業評価の件についてのお話があ

りましたので、私のほうから一言申し上げたいと思います。

従前から総合開発委員会という体制で総合計画のほうの進行管理をしていただいた目線
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もございまして、各課の重点事業となっているところに町民の方を代表して１０名の方に

対応していただいている外部評価委員会は従前からお話ししてきているので、そこは必ず

引き続き実施をしていただきながらとは考えております。今お話のありました町民の方を

加えてというところをいろいろと町長とも相談しながら、どう体制を整えられるか、ここ

でまた検討という言葉は使いたくないのですが、また違った目線での関係性でつくってい

きたいなと思っております。

〇議長（星川三喜男君） 蓮尾さん。

〇１番（蓮尾純一君） 検討してください。

それでは、次の質問に入らせていただきます。商工業者の現状把握の有無についてお伺

いします。ご存じのとおり、高齢化等の理由により商工業者において廃業が増加しており

ます。廃業の主な原因として高齢化が挙げられますが、人口減少により商売が成立しない

現状もあることも挙げられます。高齢で事業を営み、年金を赤字に補填しながら営んでい

る方や高齢にもかかわらず借換えなどをしながら何とか事業を継続している方々が多くい

るのが現状です。資本主義の本国において市場から商いは常に変化を求められ、需要の多

い商いへ変化する流れが本来の形なのかもしれませんが、高齢の事業者が多い当町におい

て新たな事業形態への変化を促すことや新たな設備投資などを求めることは現状として非

常に難しいものがあると考えます。事業承継によるアップデートも考えられているところ

ですが、権利の問題や現状住居一体型の事業所が多い中ではなかなか進まないのが現状と

も考えます。これらのことについて町はどの程度把握されているのでしょうか。

現在商工業に対する支援メニューは、新規開業や新たな設備投資に係るものや事業承継

に係るものが充実していますが、現在商売を営んでいる方々を持続的に下支えできるメニ

ューは準備されていません。プレミアム商品券の発行がそれに当たるものなのかとも考え

られますが、持続性に欠いた一過性のものでもあります。どちらかというと消費者支援の

側面が強いかとも考えます。２次交通が充実しているとは言えない当町において、自助努

力により営業している事業所は町にとって非常に大切な資源の一つです。町民の利便性も

考え、このような自営業者を支援していく必要があると考えますが、いかがでしょうか。

〇議長（星川三喜男君） 町長。

〇町長（小林生吉君） 商工業者の現状把握の有無という質問についてお答えをしたいと

思います。

地域の商工事業者の経営環境につきましては、地域人口の減少や交通手段の変化、イン

ターネットをはじめとする通信販売の発達などにより、全国的に厳しさが増していると言

われています。当町におきましても、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、全体的に

厳しい状況であると推察しているところです。事業者それぞれの経営状況についてその詳

細までは把握していませんが、事業主の方の高齢化や設備の老朽化などもあるかと思いま

す。そのような状況である町内商工業の振興に寄与できるよう、中頓別商工業振興支援条

例などで設備投資や新規事業への補助、あるいは事業継承の推奨を実施しているところで、



- 24 -

商工会と金融機関、産業課、商工労働・観光まちづくりグループが連携し、取り組んでい

るところであります。

これらを踏まえて、事業継承に関する課題、問題等につきましては、商工会においても

重要施策の一つであると位置づけていますし、町としても関係機関と連携して取り組むべ

き喫緊の課題であると考えています。昨秋商工会が実施した事業継承に関するアンケート

について、結果の分析とその対策に関する協議を数回実施しました。アンケート結果は今

後の対策を協議する上で重要な基本データとなりますので、個人情報保護に十分留意し、

対策や協議を進めていきたいと考えています。さらに、国や道、民間企業が用意する制度

や手法につきましても継続して情報収集し、当町で実施、導入が可能かなどの観点で評価

をしていきたいと考えいます。

また、プレミアム商品券事業につきましては、町内商工業販売店での購入機会啓発を目

的として実施されたものです。事業を実施した商工会からは一定数の効果があるとの評価

であり、継続要望もありますので、町としても改めてその意義、効果をお伝えするもので

あり、町内での購買意欲の向上を目指した施策の実施に向けて取り組んでいきます。

一方で、商工事業者の経営持続を下支えする施策につきましては、実施に当たり公平性

や実効性を担保しなくてはなりません。これらに伴った総体的な支援策の実施が可能か、

関係機関との連携を密にし、様々な状況を注視しながら、国などの制度の有無を含めて継

続的に情報収集を進めていきたいと考えています。令和７年度からは中頓別学園の建設工

事が本格的に始まります。工事関係者の町内滞在が増加することは、町内経済が上向きに

なる要因の一つとして期待するところです。こういった情報につきましても商工会と連携、

共有していき、町内の経済循環を好転させていきたいというふうに考えています。

〇議長（星川三喜男君） 蓮尾さん。

〇１番（蓮尾純一君） 今ご答弁いただいたのは、私が質問している内容を真っすぐ答弁

していただいていないなというふうに率直に思います。私は、高齢者が多いと、設備投資

をしたり事業承継をしたり、新たに事業をアップデートをさせたりすることは高齢者にと

っては無理なのではないかという部分について一応言っているつもりだったのです。それ

が今のご答弁によるところによると商工業支援条例などで支援、推奨しているところです

というようなご答弁をいただいても、ちょっと食い違いが起きているのです。要するに今

の商工業支援条例では、今の商工事業者の窮状は正直改善できないよということを言って

おります。そこまできている喫緊の課題であるというところです。町にとっては、そうで

あっても高齢者が営んでいる事業所であっても町の資源なのですよ、商工業事業者という

のは。その辺りが足元から今瓦解する寸前ですよというところで今回の質問をさせていた

だいたところです。商工業事業者に対して、設備投資であったり新しく事業展開をするた

めの補助であったり、事業承継を考えたことをメインにしていくのではなくて、違う観点

でしっかりと下支えをできるような何か制度等をぜひ考えていただきたいというような趣

旨でありました。それについては、なるべく持続可能なものにしていく、今すぐに事業承
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継をできなくても事業承継をしやすいような状況に今の経営状態をしておくとかが非常に

重要なのかなと思っております。その辺りについて今ちょっと制度的な部分で弱いなとい

うふうに感じておりますので、ぜひ考えていただきたいと思っているのですが、いかがで

しょうか。

〇議長（星川三喜男君） 暫時休憩します。

休憩 午後 １時４８分

再開 午後 １時４９分

〇議長（星川三喜男君） 休憩前に戻り再開いたします。

町長。

〇町長（小林生吉君） 答弁が十分に伝わらなかったかもしれませんけれども、一番最後

のところで、何をするという回答にはなっていませんけれども、経営持続を下支えする施

策についても今当面情報収集に当たっていきながら何をできるかというところを考えてい

くというふうにお答えしたつもりでありました。今商工労働・観光まちづくりグループの

ほうでは商工会のほうとも連携をして、今の商工業の中で特に町民の皆さんにとって、例

えばクリーニング屋がなくなって困っているとか、やっぱりそういったところがあって、

今後また経営者が高齢になっていて将来どうするかといったようなところについて、商工

会としてもその対策を講じていかなければならないというところに立って、今情報を共有

しながら何ができるかというところを探っているところであります。今ある補助を支援を

削って組み直すということにもならないところがあるのかなというふうに思いますし、新

たな支援制度の構築ということになると財源の問題ということも伴ってまいりますので、

その辺り国や道における制度がないかというようなことも含めて十分に情報収集した上で、

何らかの対策を講じられるように商工会と共に進めていければというふうに思っています。

〇議長（星川三喜男君） 蓮尾さん。

〇１番（蓮尾純一君） 私も実は商工会に事務局でいた経験がありまして、私がしている

質問自体も商工会側から見ると非常に厳しい質問であるなと感じる部分もあるし、商工労

働・観光まちづくりグループのほうでもこの質問についてはなかなか問題解決が難しい質

問であるということは理解できております。ただ、どこのまちを見ていてもやはり商工業

者が衰退していき、まちから商いが消えていくとまちの人口も同時に減っていきます。人

口が減っていって商いが成立しなくてやめていくというパターンもございますが、人口１，

５００人弱おりますので、まだ商いは成立します。ですが、持続的に持続可能な事業所へ

のケアが必要だと言われている直近の状態において今それができていないと。ほかのまち

ももちろんできていないので、うちもできないですよというような見解もあると思うので

すけれども、国や道などの制度を見て、ここの町にぴったり合うことなんてないと思うの

です。どの施策を取ってみても前例踏襲であったりということがうちの町にはめてみると
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結局うまくいかないとかってあると思いますので、なかなか難しい問題ではありますが、

財源の問題とかもありますし、難しい問題ではありますが、プレミアム商品券とか建設工

事、プレミアム商品券、あれは例えば時期的なもので１か月、２か月、私も商いをしてお

りますので分かりますが、最初の１週間、２週間でもうその効果ってなくなるのですよね、

実は。建設入りますっていっても、これも一時的なものになります。もちろんそれは建設

業に関してもだと思います。一過性のものであって、持続可能な支援であったり情報とい

う部分ではないと思うのです。これを持続可能なものにしていくためにはどうしたらいい

のかというのを真剣に考えていくような場を設けていただくとかをまずしていだいて、商

工会に主に考えてもらうのもありなのかもしれないですけれども、そういった場を商工会

と共に設けて、事業所とも設けて、どういった支援が必要なのか、こういうふうに制度を

変えてほしいだとか、プレミアム商品券の在り方について考えるだとか、建設工事、学園

の後にもしかしたらほかの工事もあるかもしれませんので、そこら辺はどういうふうに動

く可能性がありますということを言っていったりとかする場を設けていただきたいなとい

うふうに思いますので、検討していただきたいなと思いますが、どうでしょうか。

〇議長（星川三喜男君） 町長。

〇町長（小林生吉君） 検討していく場については、先ほど申し上げましたとおり、既に

商工会と町のほうで連携を取って進めているということであります。その場に対して改め

て今日のご質問の趣旨を投げかけてさらに検討を進めていくということで対応してまいり

たいというふうに思います。近いところの例なのですけれども、例えばもうそこには床屋

がなくなったと、そうすると床屋に行くときに使う移動手段に対して支援するとか、その

地域、地域の事情によっていろんな取組もあるのだなということも分かったりもしていま

す。いずれにしても、地域で生活していくために地域の中でどうしても調達できるものが、

これは調達しなければならないとか、調達することが必須だというものがあるというふう

に思いますので、そういうものをしっかり町民が困らないようにどうしたらいいかという

ことの視点に立って考えてもらうようにしていきたいと思います。

〇議長（星川三喜男君） 蓮尾さん。

〇１番（蓮尾純一君） 検討していただけることがこれで３つ目になりましたので、以上

の３点、難しい問題が多いとは思いますが、ここの町で生活をしていく上では欠かせない

逃げられない問題であるというふうに認識をして私も質問をさせていただいておりますの

で、ぜひ検討の内容をしっかり本当に検討していただいて、私は検討したという内容につ

いての答弁を見ましたけれども、本当に検討したのかというような内容の回答がほとんど

だったので、しっかり検討して、その回答を得たいと思いますので、よろしくお願いいた

します。

これで終わらせていただきます。

〇議長（星川三喜男君） これにて蓮尾議員の一般質問は終了しました。

ここで議場の時計で２時１０分まで休憩いたします。
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休憩 午後 １時５８分

再開 午後 ２時１０分

〇議長（星川三喜男君） 休憩前に戻り会議を開きます。

引き続き一般質問、受付番号３番、議席番号５番、宮崎さん。

〇５番（宮崎泰宗君） 受付番号３番、議席番号５番、宮崎です。私は、今回も２問、事

前に通告させていただきました。

１問目は、安心して学べる環境づくりをということで、今も日々進んでいると思います

中頓別学園構想や施設整備に関連して取組等について伺います。中頓別学園整備の近況と

しては、保護者説明会や学校備品の処分なども行われ、施設整備に向けた準備が進められ

ている状況かと思いますが、主な費用面では６月定例会において約４６億円の債務負担行

為が設定され、８月の臨時会では当初５，０００万円と予算化されていた仮校舎となる中

学校の改修費用が８，７００万円ほどに増額されました。今後もまだ２年近くは中学校を

学校として使用することになると思いますが、耐震等の強度については問題ないでしょう

か。強度の状態などによってその後の維持管理や利活用の選択肢も変わると思うので、改

めて伺います。

また、単に老朽化した中学校生活の解消ということだけではなく、これだけの費用をか

けた教育環境の整備であり、子供たちにとっても今まで以上に通いたいと思える学校、居

場所となってほしいものであります。本町では現在小学生５４名、中学生３３名という状

況かと思いますが、児童生徒数は減少している中で、いわゆる不登校の状態となる子供は

増えていると聞くところであります。コロナ禍の影響や心境の複雑化なども要因として考

えられると思いますが、生徒数が数百人規模の大きな学校でも不登校ゼロを実現している

例もあります。無理に登校を促すようなことではなく、あくまで自然に通える形とのこと

で、現代の学校の状況からすると貴重な事例であると思いますが、そういった取組につい

てはどのようにお考えになられるでしょうか。本町でも授業へのオンライン出席やフリー

スクールへの登校、カウンセリングなどの取組は行われていると思いますので、正確な人

数に関する回答が得られるかは分かりませんが、中頓別学園設立に向けた現在の学校の状

況ということで昨年報告いただいた中では中学校で人数的には生徒数の２割ほどが不登校

という状況であり、いじめと認定される事案もあるとのことでした。その後の状況や対応

についてはいかがでしょうか。

人数が少ないからこそできる町の子供たち一人一人に寄り添った環境づくりという点に

ついても改めてお聞かせいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

〇議長（星川三喜男君） 教育長。

〇教育長（大島 朗君） ただいまの宮崎議員の安心して学べる環境づくりをということ

についてご答弁申し上げたいと思います。
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中学校の耐震性や強度についてですが、平成１１年度に耐震診断を実施し、耐震性のあ

る建物と判断されています。また、令和４年度に実施した特定建築物定期報告時に実施し

た調査でも指摘なしの結果が出ています。中頓別町地域防災計画の予想される最大震度と

照らし合わせると基準をクリアしているので、建物の安全性に問題はないと確認していま

す。今回の改修工事においては、安全面を最優先に必要な措置を講じていきます。将来的

な利活用については、現小学校や中学校の歴史や思い出の品々を展示、公開する施設にす

るとともに、特に洪水時の高台避難所として指定する計画です。

次に、不登校児童生徒についてですが、不登校は何らかの心理的、情緒的、身体的ある

いは社会的要因、背景により登校しない、あるいはしたくない、したくてもできない状況

にあるために年間３０日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由によるものを除いた

ものと定義されています。文部科学省は、コロナ禍による生活環境の変化で生活リズムが

乱れやすい状況や学校生活において様々な制限がある中、登校する意欲が湧きにくい状況

にあったこと等も背景として考えられると分析しています。不登校の認識に関しては、こ

れまでの学校に通えないという考え方から大きく変化しています。現在ではフリースクー

ルやオンライン学習も出席と見なされるようになり、多様な学びの形が認められています。

また、教室以外の学習等の成果について適切な評価を実施し、その結果を評定などの成績

評価に反映することが望ましいとされています。

本町においても教育支援センターを開設し、相談事業が大きく改善し、その中にフリー

スクールを設置したことで対象生徒全員がそこへ通学したり、オンライン出席の導入によ

り子供たちが自分に合った方法で学び続けることができる環境を整えています。現在個々

の要因で学校に登校できない対象生徒数の率は昨年度より減っています。一方、子供にと

って学校は単に学ぶだけの場ではなく、安全に安心して過ごし、他者と関わりながら育つ

大切な居場所の一つであり、実際に一日の大半を過ごす場所として学校は多くの子供にと

っての居場所となっています。子供が学びたいと思ったときに学べる環境を整えるととも

に、学校を多様なニーズや様々な背景のある子供を含め、みんなが安心して過ごせる場所

にする必要があります。現在小さなＳＯＳに早期に気づくことができるように、関係者が

連携を図り、不登校の保護者への支援としてフリースクール親の会を定期的に実施してい

ます。

いじめに関しては、児童生徒に対して当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等、

当該児童生徒と一定の人的関係のあるほかの児童生徒が行う心理的または物理的な影響を

与える行為（インターネットを通じて行われるものも含む）であって、当該行為の対象と

なった児童生徒が心身の苦痛を感じているものと定義されています。道教委によるいじめ

調査もこの観点で毎年２回実施し、子供たちが嫌な思いをしていることについて学校と教

育委員会が情報共有を図り、状況によっては町指導主事によって指導助言を行っています。

また、学校独自の調査や教育相談週間を設定して児童生徒と面談を実施するなど、予防的

対応や相談支援を行っています。
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少人数での教育についてですが、少人数であるからこそきめ細やかな指導と個別支援が

可能です。この環境を最大限に活用し、各生徒のニーズに応じた教育を提供できるよう個

別最適な学習やＡＩドリルの導入を予定しています。特に、中頓別学園に向けた構想の一

つに教育と支援の融合があります。現在中頓別町で行われている子ども支援ネットワーク

会議やなかとんネウボラ、若者ケア会議、なかとんフリースクールなどの関係機関と連携

し、乳幼児期から途切れることのない支援を目標にしています。中頓別学園は、学びのつ

ながりの拠点となることも想定しています。今後も引き続き子供たちが心身ともに健やか

に成長できる環境づくりに努めてまいります。

以上でございます。

〇議長（星川三喜男君） 宮崎さん。

〇５番（宮崎泰宗君） 中頓別学園構想であるとか、この整備の状況について先ほど蓮尾

議員も質問されていましたし、私もこの事業が始まってから毎度お伺いをさせていただい

ているような状況になるかなと思います。その点で今回、まず２年近くと言っていますけ

れども、これが１年半とか、もしかしたら１年ちょっとというようなことにも進捗の状況

によってはなってくるかもしれません。工事中の仮校舎となる中学校校舎の状態について

伺いました。たしか以前にもこういったお話があったようにも思うのですけれども、この

建物の耐震強度ということについて、これから本格的な改修工事が行われる部分について

は現時点において安全性に問題ないと言っていいかは分かりませんけれども、今の中学校

自体は昭和４４年に建てられたということなので、建設から５５年もたっているというこ

とになると思いますけれども、頑丈に造られたものなのだなというふうに改めて感じてい

るところであります。それであれば子供たちが長期で過ごす建物としても安心だなと思う

と同時に、改めて町の施設の利活用に対して疑問を抱く方も少なくないのではということ

も言えるというふうに思います。

この中学校の校舎部分の老朽化ということが新たな学校建設の大きな理由としてあった

かと思いますが、例えばほかにもトイレであるとか、暖房であるとか、教室や廊下などの

つくりが中学校でいうとさすがにもう古過ぎるということもあったかもしれません。結局

それも今は改修して使いやすいものにしようとしているわけでして、私も今の小学校から

今の中学校へということを経験している世代でありまして、そんなに不便も当時は感じた

りはしなかったのですけれども、古いなというような印象はありました。ただ、実はそう

いう見た目以上に耐震には問題ないと言えるほどの頑丈な建物であるということなら、そ

れを生かして中学校を全面改修して活用するというような形の議論がもっと残っていても

よかったのではないかなというふうに思うところもあるのですけれども、そこまで話を戻

すつもりではありませんけれども、これから１億円近い費用をかけて大人も子供も不自由

なく生活できるだけの改修を行ったその後の利活用としてが洪水時の高台避難所にとどま

るというようなもったいないことはしないでいただきたいと思うところでもあります。校

舎部分も体育館も日常的な町民の方々の利用価値が非常に高い建物にこれから改修をして
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なるのではないかなというふうに思いますので、これは町内の他の施設の状況なども含め、

理にかなった活用をしていく必要があると思いますので、ぜひ町全体の施設の兼ね合いと

いうことでこの点は町長に再度伺えたらというふうに思います。

加えて、これもちょっと疑問に思ったのですけれども、ご答弁いただいている避難所と

しての利用ということについても、町のハザードマップからいくと中学校は既に避難所と

して扱われているという認識だったもので、これは指定ということでいうとまだなされて

いないということになるのか、この点も確認できたらというふうに思います。

２点目として、いわゆる不登校に関する定義であるとか、実際に学校には登校しなくて

も出席できる形、勉強だけではなく自分の居場所として登校できるようなことへの取組に

ついてお答えいただいているかと思います。オンライン授業についてはコロナ禍で導入が

進みましたし、フリースクールの設置ということも存じ上げておりますので、そういった

取組の効果として不登校になる子が例えば昨年度よりも減っているということであれば本

当にそれにこしたことはないと思うのですけれども、例えば中学校３年生に不登校の状態

にある生徒が数名いたとしても、これは卒業したら町の教育行政の範疇からは単純に減っ

たということになりますよね。また、このお答えからすると今も学校自体には登校できて

いない子も数名いるように思われますけれども、年間３０日以上という定義なので、３０

日まではということになると思いますので、オンライン授業に加えてフリースクールも設

置されて、そこへの出席、登校ということでいけば、子供たちのそもそもの人数が少ない

こともありますし、そうそう不登校にはならないような印象も受けるのですけれども、そ

ういった取組によって現状では不登校に定義される子はいないという状況ということであ

ればそう言っていただいたほうが、これだけの学校を整備して本当に町の子供たちみんな

に長く愛用してもらえるのかと心配されている町民の方々には分かりやすいと思うのです

けれども、現状においてもそう言えるところまではいっていないのか。であるならば、最

初の質問の中にあるもっと人数の多い大きな学校でも不登校ゼロを実現している事例と本

町の学校の取組ではどういったことが違うのか、ゼロという結果につながっているそうい

った他校の例と同じように本町としてもいわゆる不登校のような状況を積極的に未然に防

ぐというような姿勢で対応されているのか。また違って、ある程度流れを見守るような、

どちらかといえば受け身的な考え方なのか。これは、用意されている環境というのはそん

なに大きな差はないと思うのです。ただ、その方針によっては状況が異なったりもするよ

うに思いますので、また今まで以上に町の大人たちに子供たちの成長は見守ってもらえる

ような環境ということをうたっているわけですから、学校や教育行政、町としての考えを

今まで以上にこういったこともお伝えしていくということも必要ではないかなというふう

に思いますので、この点も再度お聞かせいただけたらというふうに思います。

また、いじめの定義等に関するお答えもいただきました。これも間違いなく不登校の要

因となるもので、北海道では、本当に残念ですけれども、旭川市や札幌市で最悪の結果に

至ってしまったということも記憶に新しくて、学校や教育委員会の責任が今も問われてい
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ます。非常にデリケートな部分であると思いますけれども、決して人ごとでもないように

思いますので、適切かつより迅速な対応が求められることであるというふうに思います。

この点、具体的にいじめと判断されるような子供同士の関係性というのはあんまり小さい

頃って恐らくないと思うので、小学校ぐらいから出てくるのではないかなというふうに思

います。例えばそういったことが小学校にいるうちに改善されず、中学校在学中でも具体

的に解決されないまま、高校へ行っても続くというような状況があったらということを、

私もそうでしたけれども、今でもお隣の浜頓別高校に進学する生徒が多いということもあ

って、私が以前に浜頓別町の教育に携わっている方にお話を伺ったときに、確かに高校は

道立だから、町の教育からはそれぞれ離れる形にはなるけれども、同じ町の中にある学校

でもあって地元の子供たちが進学しているということからも、そういった状況などについ

ても引き続き連携が取れる関係性にあるということを聞きました。この点、浜頓別町なん

かと同じように中頓別町としても連携が取れているのか。または、例えば高校以降はもう

町から離れているわけだから、極端な話ノータッチなのか。そんなことはないと思います

けれども、どのような連携や仕組みになっているのか、具体的な取組の事例などでお話し

いただけるようなことがありましたら、この点も伺いたいなと思います。

それと、聞こうと思っていたことが先ほど蓮尾議員が丸々質問したので、違う質問に変

えたいと思いますけれども、中学校の再利用の関係で、今日細谷議員がこれまでの過去の

一般質問の検討していただいている内容について質問されていて、いい質問していただい

たなというふうに思うのですけれども、私はつい最近の一般質問の関係で中学校の再利用

の関係、資料としてお答えいただいていました。私の捉え違いかなというふうにも思うの

ですけれども、中学校の再利用というところに今までの小学校、中学校の展示だったりと

いうことをするような感じで私は文言的には読めたのですけれども、その部分はそういっ

たことではないのか。中学校に展示ということではなくて、また違う場所に展示されるよ

うなことなのか。これもちょっと最初の質問と関連しますけれども、これについても再度

伺いたいと思います。

〇議長（星川三喜男君） 町長。

〇町長（小林生吉君） 中学校の利活用のところについてのご質問についてお答えしたい

と思います。

まず、中学校を今これだけトイレとかも改修とかするのであれば、もっと早い段階でこ

ういったところをできたらというふうに捉えられるところもあるかなというふうには思う

のでありますけれども、私が町長に就任した９年前の時点で教育委員会の方針は中学校の

建て替えということになっていました。これは老朽化というところがあったと思いますけ

れども、その当時どこまで議論されていたか分かりませんけれども、今造られようとして

いる学校って、廊下１本でそこに教室が張りついていて、その教室の中で完結するという

学校のスタイルからは変わっていると、新しい学びはそういう環境とはちょっと違う中で

なされていくというふうな認識もあります。それはその当時どこまで議論されたかちょっ
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と分かりませんけれども、それをもう一度再検討してもらうというところからスタートし

たので、当然建て替えを検討している段階でそこに投資するとかということは考えなかっ

たというふうに思いますし、それから検討する今日までの時間の中でも基本的には建て替

え移転という方向になっていく中でそこは考えにくかった。この間、考えてみると随分長

い時間を子供たちは良好とは言えない環境の中で我慢してもらうことにならざるを得なか

ったと、そこは大変子供たちにとっては気の毒なことであったというふうに思います。そ

の分、また今の仮設校舎でさらに我慢を強いられるようなところも多々あると思いますけ

れども、その中で少しでも良好な中で新しい学校に移転するまでの間を過ごしてもらいた

いというふうに考えているところです。

これに伴ってトイレ等も改修されていくということで、この辺の活用について全て固ま

っているわけではありませんけれども、しっかり考えていかなければならないというふう

に思いますけれども、先ほどお話があった避難所に関しては既に指定済みということであ

ります。ただ、収容人員等については、現状では体育館のキャパだけで想定しているとい

うことでありました。今回教室等の改修やトイレ等の改善がなされるということで、そう

いった避難できる数的なところに関しては見直しをしていける可能性があるのではないか

というふうに考えています。それ以外の期間における災害時以外の活用というところで備

蓄をしたりとか様々考えられると思いますので、その辺は建物が空くまでの間に十分に検

討していきたいというふうに思います。

〇議長（星川三喜男君） 教育長。

〇教育長（大島 朗君） ただいまのご質問にお答えしたいと思います。

中学校に展示ということであったところを先に申し上げたいと思うのですけれども、現

在小学校と町民センターにたくさんの美術品も含めて歴史資料がありますので、そこをど

こに保管をするかということについて一つの候補として中学校にということで考えていま

す。どの程度のものがどういうふうに、それを持っていけるのかだとかということについ

ては、今まず物を確認して、ごみの回収から進めているところからいろいろ出ているとこ

ろもありますので、それらについては今抽出をしているところであります。

それから、不登校の関係ですけれども、未然に対応することも含めての現状ということ

でありますけれども、現在文部科学省のほうではＣＯＣＯＬＯプランといって不登校の考

え方が大変変わってきています。３点あって、学びの場の保障、それから小さなＳＯＳを

も見逃さないということ、それから学校の風土の見える化というようなことを言われてい

ます。そこに基づきながら、すごいスピードで不登校の子供たちの全国的に増えていると

いうところを通して、国としての方針も変えながら、子供たちを真ん中に置いたときにど

ういう対応ができるかということを提示されていますので、私たちもそこに準じながら、

また今の中頓別町の子供たちの困り感に寄り添いながら進めているところです。先ほど申

し上げたような、今年度から、Ｑ―Ｕというのがあるのですけれども、それらを子供たち

の調査を新たに追加するだとか、それから今のいじめ調査もいじめをされていますかとい
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うよりは、先ほど申し上げたように嫌なことがありますかというような聞き方をして、少

しでも子供たちの困り感を早めにキャッチしようというようなことをしていますので、そ

の嫌なことというのはより積極的に認知するということでの予防的な対応、それから積極

的に子供たちへ関わりを持って指導できるようにということでの調査に変わってきている

ところもありますので、それらのことを含めて未然に、未然というか、子供たちの現状に

合わせたような対応を進めているところであります。

それから、いじめのことについて高校ということがありましたけれども、様々な場面で、

今浜頓別高校とは進学先ということもあり、連携をした対応を進めているところでありま

す。ちょっと話は違うのですけれども、先日もこども園の子供たちが社会見学で高校を見

学させてもらうだとか、いろんな活動をしながら地道に高校とのつながり、それから高校

が今後も持続可能な高等教育として位置づくために、様々な現状の課題の共有だとか、そ

れから将来子供たちが学べる場にするにはどうしたらいいかということについて連携を図

っているところであります。ですので、子供の状況についても今申し上げたような連携を

図るということが必要だと思いますし、今も進めているところであります。

それから、新しい施設については、宮崎議員がご指摘いただいたとおり、子供たちを地

域の皆さんと共に育てるという、そういう大事なコンセプトもありますので、先日も道内

のある先進地域でのニュースが報道されていましたけれども、地域の方が子供たちと出会

う場があることで子供たちも自己肯定感が高まり、地域の方も元気になっていますという

ような報道もありましたが、私たちもぜひ先進事例に学びながら、そういう施設に、学校

になるようにして不登校やいじめといった今の子供たちの課題についてぜひ予防的な対応

を進められるように進めてまいりたいと思っています。

以上です。

〇議長（星川三喜男君） 宮崎さん。

〇５番（宮崎泰宗君） 今伺った中頓別学園に向けた取組の部分については、今教育長か

らもご説明がありましたし、この点については今回の部分については理解できたかなとい

うふうに思います。

中学校の利活用の関係で町長、教育長両方からお答えをいただきましたけれども、先ほ

ど教育長からお答えいただいた部分、私が最後に聞いた部分です。何か中頓別町の学校の

歴史を感じられるようなものだったりというのを中学校に、子供たちが学校として使わな

くなった後に避難所だったり、そういう展示もするって、ただ展示もするのであれば、例

えば避難したときだけに見れるということにもならないと思うので、ふだんからやっぱり

何かしら有効に活用してもらえるような利活用の在り方というのを町長とも一緒にぜひ考

えていただきたいと思います。中学校は、校舎もそうですけれども、今直すわけですけれ

ども、立派な体育館もあります。町民体育館というのは非常に老朽化している中で中学校

にあれだけいい体育館があるということもちょっとちぐはぐだったりもしますので、こう

いったことの今後の活用に向けて、再度質問はしませんけれども、そういった部分につい
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てもぜひ検討していただいて、町民の皆さんの理解につながるように深めていただきたい

と思います。また何かありましたら、伺いたいと思います。

この質問については以上とさせていただきます。

それでは、最後になります。２問目は、町民利用が落ち込んだままの温泉、改修規模の

根拠を明確にと題して、ピンネシリ温泉の今後の方向性についてお伺いできたらと思いま

す。本定例会ではピンネシリ温泉の改修に係る設計費用が計上されています。これについ

ても、今年度当初の段階でボイラーの更新と浴室の改修工事合わせて３，５００万円ほど

と予算化されていた部分でしたが、８月２８日開催の全員協議会の中でこれに約１億円と

いう大幅な追加をする形での改修工事を実施する考えに至ったことから、今回約５００万

円の実施設計費用を新たに追加計上した旨説明がありました。ピンネシリ温泉の運営状況

としては、前年度実績で収入約１，３００万円に対して支出が約３，３００万円、宿泊数

では２，３００回ほどと大幅に増加した一方で入浴回数はそこまで伸びていないことから、

日帰り入浴などの利用の落ち込みは回復していないと考えられます。指定管理料を含めな

い純粋な収支としては２，０００万円ほどの赤字であり、指定管理料自体も１０年ほど前

までは１，０００万円程度で賄われていたものが近年では２，０００万円近い町費を投入

しても使い切るというような状況となってます。全盛期とは比較にならないほど小規模な

売上状況ではありますが、町民の利用でにぎわい、指定管理料の多くを返還できていた頃

を知る一人として、また実際に指定管理を受けているビューローの代表理事としてはこの

状況をどのように捉えておられるでしょうか。このような状況の中、ボイラーや浴槽など

施設の老朽化もさらに進んでいることがうかがえるわけですが、この温泉宿泊施設の将来

性や存在意義などの議論を置き去りにしたままそこまでの費用をかける必要はあるのか。

利用が伸びている宿泊者の動向についても、その大半は事務職や営業職系の出張滞在に

よるものであるなら、本町の観光振興計画でうたわれている高級路線の中長期滞在は絵に

描いた餅のままであり、これまでと同じような形で温泉を維持するために税金を費やすこ

とは、およそ１，５００万円を投じて作成された観光施設再整備計画の内容とも矛盾しま

す。町としては、これを覆す明確な方向性を定めたということなのか。食事の提供が行わ

れていないことからも、今の温泉は史上最も多くの割合を利用しない町民によって支えら

れているということになると思いますが、人口１，４００人台に突入した中頓別町民の負

担は年間の運営費だけで１人当たり１万５，０００円を超えています。このような状況で

大きな改修に踏み切ることを町長としてはどのように判断されたのか。今と変わらないよ

うでは最低限以上の改修に対する理解は得られないと思いますが、飲食部門の営業再開な

ど今後の温泉や宿泊施設等整備の方向性を明確にお示しいただけないか伺います。

〇議長（星川三喜男君） 町長。

〇町長（小林生吉君） 温泉に関するご質問にお答えしたいと思います。

ピンネシリ温泉は、入浴施設が平成元年度、宿泊施設が平成４年度に運用開始となりま

した。これまでの間、緊急的な修繕を幾度となく繰り返し運営してきたところですが、特



- 35 -

に入浴施設の設備機器などでは運用開始以来一度も未交換である機器や使用制限を超え、

機能低下が著しい設備もあり、運営上の問題となっています。これらから令和６年度当初

予算ではボイラー更新や浴室改修工事に係る費用を計上しました。改修に向けて改めて詳

細な現地調査をしたところ、建物本体に深刻な破損箇所が発見され、さらに修繕箇所の増

加や配管系に新たな不具合も発生したことから、それらに対応するため、最低限必要な修

繕についての実施設計費用の計上に至ったところです。

そこで、改めて現在の温泉における日帰り入浴と宿泊の利用状況についてそれぞれ直近

１０年間と令和５年度の利用状況を比較して報告をさせていただきたいと思います。日帰

り入浴については、令和５年度は９，９６０人で直近１０年間の平均値と比較して１００．

３％とほぼ横ばいで、そのうち町民である高齢者及び福祉利用者の方は令和５年度は２，

７０１人であり、過去１０年間の中で最高利用客数となりました。町の人口は１０年間の

平均、平成２６年４月の１，９０８人から令和５年４月１日の１，５５３人に減少しまし

たが、そのような状況でも多くの町民の皆様にご利用いただいているのではというふうに

考えているところであります。

次に、宿泊についてでありますけれども、令和５年度は２，３１１人で、平均値対比で

９０．８％となりました。新型コロナウイルス感染症の拡大により令和３年度は１，２２

７人まで落ち込んだことから、令和４年度から経営方針を転換し、温泉の認知度向上を目

指し、素泊まりプランによる低価格路線で営業しています。令和５年度は部屋稼働率が６

０．６％となり、施策の効果が一定数発揮されたものと考えているところであります。こ

ういった動向については、毎月実施する経営会議や担当課からの報告で把握をしていると

ころです。また、宿泊における定員稼働率向上のための施策や物価高騰などによる経費増

加対策の検討、令和６年度導入の価格変動制の運用習熟などは収支バランスの改善を目指

すために必要な取組であり、実施しなければならないということで、なかとんべつ観光ま

ちづくりビューローと共有をしているところであります。なかとんべつ観光まちづくりビ

ューロー代表理事としてではなく、町長としてという立場になりますが、稼働率や利用客

数の増加がある程度予測できる状況下で運営継続についてハード面での問題点を抱えてい

ることについて憂慮しているところであります。

町としましては、平成２９年度策定の中頓別町観光振興計画、令和２年度策定の観光施

設再整備基本計画についてそれぞれ評価と修正案の検討を実施しています。社会情勢を一

変させた新型コロナウイルス感染症の拡大は、特に観光面において対応に苦慮したことは

否めません。また、町としましても計画実施に向けた考え方が整理し切れていなかったと

ころであると考えています。計画が定める方針や施策について、その一部のみの踏襲、実

施にとどまるなど、十分に費用対効果が見込めたかについて反省すべき点があると認識を

しております。ここに改めておわびを申し上げる次第であります。今後は、ピンネシリヴ

ィレッジファーム全体のパッケージや認知度を勘案し、現在の営業形態を維持するために

必要な最低限の修繕を実施したいと考えているところであります。また、高齢者や福祉利
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用の方の利用も多くあることも温泉の営業継続を検討する上で重要な要因だというふうに

思います。要望のある食事の提供再開について、人員確保を含めた継続的なサービスの提

供が担保できる制度や体制を検討していきたいというふうに考えております。

〇議長（星川三喜男君） 宮崎さん。

〇５番（宮崎泰宗君） 温泉の利用状況に関する部分にお答えいただいております。町内

の高齢の方や福祉利用の方の利用でいうと直近１０年間では前年度、令和５年度、これが

一番多かったというところ。これは、恐らく２２０円利用のことをおっしゃっているのだ

というふうに思います。なので、それで町民利用が純粋に増えたということが判断できる

数字ではないと思うので、あんまりこだわるところでもないとは思うのですけれども、私

が最初の質問で言っているような状況とは違うという意味合いで強調されているのかもし

れませんので、あえてそこにお付き合いするとすれば、ではその要因は何なのでしょうか。

どれぐらい増えたのでしょうか。今年度の見通しについてはいかがでしょうか。また、こ

れって４００円から２２０円利用になる方が増えたということにもなるのではないですか、

だとしたら４００円利用の町民の方は減ったということになるのではないでしょうか。現

に令和４年度と令和５年度の入浴者数はほぼ同数です。そして、収支でいうと令和４年度

より赤字が３００万円増えています。当然そういう見方にもなりますし、宿泊では７００

人増加していることになっているけれども、全体の収入では１００万円ぐらいしか増えて

いないということもありますので、この点何かあれば再度おっしゃっていただけたらとい

うふうに思います。

この質問の趣旨そのものは、先ほど質問させていただいた内容は本当にそのまんまで、

そんなに複雑なものではないというふうに思います。ピンネシリ温泉の今後の方向性、将

来性の話であって、今までも今回のように最小限の修繕ですというようなことを繰り返し

てきているようなことになると思うのですけれども、その中でも今回想定されている改修

というのはかなり高額になるかと思います。設計費を合わせて１億４，０００万円という

ような額だというふうになると過去１２年間の修繕費合計の３倍以上、さすがにこれはも

う最小限の修繕ですというようなところにはちょっと収まらないのではないか、さすがに

これはもう明確に方向を示す必要があるのではないかなというふうに思いますし、余談と

いいますか、先ほどの中学校の利活用にもつながるのではないかと思って、それで改めて

先ほど耐震強度について伺った部分もあるのですけれども、今回これだけの費用をかけて

ボイラーや配管、浴槽などを入れ替えても、今後外壁であるとか建物そのものの問題が出

てくるのではないかなと思います。温泉のほうです。これは、最初の質問で申し上げたよ

うな計画策定のときなどにもたしかこういった指摘もあって、今後は長く維持していくこ

とというのは現実的ではないというような内容になっているのではないかというふうに私

は認識していたのですけれども、この点についてはいかがでしょうか。

温泉の建物でいうと、先に建設された温泉部分が平成元年建設なので、３５年ほど経過

していることになると思いますが、耐震的なその評価ということでいうと、先ほどの中学
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校の話で５５年も経過している中学校よりも、中学校のほうが下手したら耐震は強いので

はないのと、温泉のほうが若いのに劣化が進んでいるのではないかなというふうに思った

りもするのですけれども、この点、これを先ほどの話に重ねますけれども、廃校になった

学校というのを温泉などの入浴施設であるとか宿泊施設として再利用している事例が増え

ているように思いますが、こういったことって考えられないでしょうか。または、同じ１

億円をかけるのなら、違う場所で高温の温泉が見つからないか掘ってみるほうが有意義で

はないかというような声もありますし、１億円近くかける中学校を先ほど言ったようなこ

とも含めて日常的に利用して、せっかく直したところを傷ませない、これは使わないとど

んどん価値が本当に半減していくような感じになりますので、傷ませない活用の一つとし

ても、ほかにもいろんな選択肢はあると思いますけれども、温泉は温泉でだったり、中学

校は中学校で、さっきの続きのような部分ですけれども、十分そういった利活用も考えら

れることだと思いますので、この点もお伺いできたらというふうに思います。

一番重要な方向性ということについて、今回いただいた先ほどの町長のご答弁からする

と、今のピンネシリ温泉については私の受けた印象としては可能な限り今後も維持してい

くというようなお考えを今回お示しいただいたのではないかなというふうな、どうなのか

なという印象なのですけれども、今後も修繕をしながらでも維持をしていく必要のある施

設と考えての今回の設計費だったりという、そういったことをお考えになっての提案であ

るという、そういう理解でよろしいかどうか。

また、このご答弁には代表理事としてのお答えはないということだと思いますけれども、

例えば町長も我々も与えられている任期は４年ですから、なかなか任期より先のことは答

えづらいところがあるかもしれませんけれども、それこそ代表理事としてのお立場であれ

ば会社の方針としてもっと先のことまでお考えをお聞かせいただけるところもあると思い

ますし、町長が代表理事を務めていて、指定管理が主な事業であるということからも第３

セクター的な会社という認識が大半かと思いますので、そんなにお答えいただくのに大き

な支障もないように思いますが、この点も含めて、多くの町民の皆さんにとっても必要な

施設であると思っていただけるピンネシリ温泉の在り方というものについても、例えば飲

食部門の再開であるとか、トイレの水洗化や客室の改修、恐らく先ほどそういうようなお

話もあったかと思いますけれども、今後の工事関係での需要増加ということも見越しての

ことではないかなというふうにも思いますし、そもそも地域の経済効果を高めるというこ

とがＤＭＯの大きな役割でもあると思いますので、今の温泉にはどういうことが必要だと

思っておられるのか、どういう形が望ましいとお考えか、これも含めて再度お伺いできれ

ばと思います。

〇議長（星川三喜男君） 町長。

〇町長（小林生吉君） 先ほど報告した現状の利用状況について十分でなければ担当課長

から後ほど補足をしてもらいたいというふうに思いますけれども、申し上げたかった趣旨

としては、１０年間の平均とほぼ利用者数が変わらないで入浴に関して推移をしていると



- 38 -

いうことと、確かに高齢者が増えればそれ以外の人は減ったというところはあるかもしれ

ませんけれども、ある意味なかなか町外に出にくい高齢者の人にとってまだなお大切な保

養の場所としてあるという、その現状の位置づけという意味で説明をさせていただいてい

るというふうにご理解を賜ればというふうに思います。

それで、確かに１億円を超えるお金が安いお金だというふうな認識を持っているわけで

はありませんが、ただこれだけ経過した建物をこの先も使っていくということを考えたと

きに、最低限ということを繰り返していますけれども、これらを改修しないと、いつまた

何らかのトラブルが起きて使えなくなるとか、そういうことが起き得るのではないかと。

少なくとも今回更新するボイラー施設が耐用年数を迎えるまでの間については一つのめど

としてこの改修をまず行って、従来どおり町民の皆さんを中心とする入浴のニーズに対し

て応えていく対応を取りたいということであります。

それと、今後の方向性、この投資をすることで必ずしも一致していないところがあると

いうふうに思いますけれども、最初の質問にもお答えしたとおり、客室稼働率は悪くない

のです。さらに、これに対して１施設しかないので、どうしてもお断りしている、入れな

いという業者も相当数いて、現状の客室数、実際各部屋ほぼ１人という利用状況になって

いるので、宿泊者数はやっぱりどうしても伸びないので、収益を大きく改善していくとい

うのはなかなか難しいところがあるのかなというふうに思っています。そういう面で、先

ほど申し上げていますけれども、これまで策定してきた観光振興計画等についての見直し

を行っていく中で、おおむね今年度中にはこうした将来的な方向性というものをお示しで

きるように考えていきたいというふうに思っています。

あと、指定管理料が私が町長に就任する前まで、要するにビューローを立ち上げようと

いうか、そういうふうにしていくまでは１，０００万円を切っている９００万円というの

をずっと続けて指定管理をやってきたという経過がありました。ただ、実際労務的にはか

なりブラックな働き方を強いてきたというようなところもあって、今の働き方改革に照ら

して適正な雇用、働く環境をつくっていくという中で労務費等についても人の配置等につ

いてもやっぱり考えなければいけないという要素と、また燃料費の高騰等もあって大きく

なっているという要素もあるというふうに思います。もちろん食事とかを提供できなくな

ったことに伴う収益力の低下というのは否めませんけれども、そういったようなところも

複合的にあって現状に至っているということであります。

ただ、もともと敏音知地区に関して言うと、先ほど議員もおっしゃったように高価格帯

な長期滞在とかの利用を見込むような振興計画になっていますけれども、現状の運用とし

てはビューローとしても、マイクロツーリズムというか、近隣の利用というところに重点

を置いた中で収益を少しでも上げると、そこに活路を見て進めているという現実的な対応

としてそうなっているというところもあります。そういったことも含めて考えた上で今年

度いっぱいをめどに何らかの方向性をお示しできるようにさせていただきたいというふう

に思うところでありまして、ご理解を賜ればというふうに思います。いずれにしても、今
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回の浴室改修はそれに見合うのかというのが議員のご指摘するところかなというふうに思

いますけれども、先ほど申し上げましたように高齢者を中心とする現状の入浴ニーズにつ

いて当面の間応えていける、そこを維持するための必要最小限での改修という考え方に立

っているというところもご理解を賜ればというふうに思います。

〇議長（星川三喜男君） 矢部産業課商工労働・観光まちづくり担当課長。

〇産業課商工労働・観光まちづくり担当課長（矢部智彦君） ちょっと細かい数字が今手

元にございませんので、そちらのほうは後ほどご報告申し上げたいなというふうに考えま

す。今町長のほうでご答弁いただきましたことについてちょっとだけ担当の者として補足

させていただきなと思います。

まず、先ほどご質問いただきました耐震ですとか外壁というところになりますけれども、

今回予定している工事の中の外壁につきましは現状の故障箇所が浴槽の水が漏れて外壁ま

で出ているという事象があるのですけれども、今回改修に当たって詳細な調査をしたとこ

ろ、鉄筋が中で溶けていて、そういった維持補修、補強工事なんかも必要だということで

今回こういった工事費用になっているのですが、そこに係る外壁のメンテナンスになりま

すので、入浴施設及び宿泊施設全体における外壁の全体的な整備というところは今回の工

事の中には入っておりません。といったところも含めて必要最低限というふうなところを

ご報告申し上げているところであります。ですので、今後ピンネシリ温泉の在り方につき

ましては、今町長がご報告申し上げたとおりとなると思いますけれども、改めて別途、継

続的な経営をするということであれば改めてこういった改修工事、補修が必要ですという

ことは議会の皆様にご報告申し上げて都度都度情報を共有させていただきたいなというふ

うに考えるところであります。

以上です。

〇議長（星川三喜男君） 宮崎さん。

〇５番（宮崎泰宗君） 今矢部課長のほうからも追加のご答弁をいただいて、最初に利用

状況なんかについても町長がおっしゃったように、町民の方の保養の場所ということとい

うは私もずっと思っていることなので、実際に多分町民の方で利用されている方の実数と

いうのはそんなに多くはないと思うのです。ただ、本当に町民の方の利用というのはそう

いう非常に多く利用していただいている常連の方々で賄われているようなこともあります

ので、そういった場所をなくさないようにという、保養の場所ということが、例えば町外

からの利用が全然なくなったとしても、それでも町民の方のために残すよということであ

ればそれはそれでいいと思うのです。ピンネシリ温泉にはピンネシリ温泉の方向性があっ

ていいと思うので、さっきの中学校であれば中学校だけで見たそれを活用する方向性があ

っていいと思うのですけれども、そもそも方向性ということには今回多分まだ今の時点で

は明確にお答えいただくことはできなかったのではないかなというふうに思うのですけれ

ども、今想定されている改修というものを行った場合、たしか今のボイラーなんかも想定

年数をはるかに超えて動いているようなというような説明もいただきました。ボイラーが
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新しくなったとしたら、もしかしたら今後２０年、３０年、またそれはそれでもつかもし

れない。といったら、２０年、３０年は温泉をやるということになりますよね。それで、

今特に思うのは、地下タンクは何とかしたほうがいいと思います。今地下タンクが使えな

い状態で、これが短い期間ならいいのです。ただ、例えば灯油配送なんかでいうと３日に

１回もたないぐらいのペースで４９タンクに入れに行っていると、今年たしか長寿園の地

下タンクの取組、何かありましたよね。だから、やっぱり長く今後も使っていくような施

設であるならこういったことはしっかり、費用の関係なんかも含めてですけれども、本当

に２０年、３０年これからも使うとしたらそれは絶対早いうちにやっていただいたほうが

いいように思います。

また、ちょっと話がずれるところかもしれませんけれども、先ほどの蓮尾議員の一般質

問の中で北村課長がお答えになっていた住宅の関係、ちょっと話がずれるように思うかも

しれないですけれども、今回この議会の一般質問の「かけはし」の取組もまんざらでもな

いなと思ったのは、それを見た方がお兄ちゃん、ちょっと話があるのだけれどもって言わ

れて、今学校のリフォームだったり、中学校のリフォームだったり、松田商店のリフォー

ムだったり、あとこのピンネシリ温泉のリフォームというのを目にしたので、こんなに町

の施設のリフォームばかり私たち負担しなければいけないのかいと、こういうことばかり

ではなくて、町民の皆さんに負担を求めるだけではなくて、町民の皆様の負担を軽くして

あげるということ、北村課長のほうから何かお考えになっているようなお話もありました

けれども、私たちの住宅をリフォームした者には何かないのかいというようなお話なんか

もいただきましたので、こういったこともこのことに対する声ということで捉えていただ

いて、ぜひ町長にもそういった仕組みなり、町民の皆さんへの手厚い制度だったりという

ことも含めて考えていただけたらなというふうに思います。

私の一般質問は以上とさせていただきます。

〇議長（星川三喜男君） これにて宮崎議員の一般質問は終了しました。

以上で一般質問は終了しました。

ここで暫時休憩いたします。

休憩 午後 ３時０７分

再開 午後 ３時０８分

〇議長（星川三喜男君） 休憩前に戻り会議を開きます。

ここで議場の時計で３時２０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ３時０８分

再開 午後 ３時２０分
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〇議長（星川三喜男君） 休憩前に戻り会議を続けます。

◎議案第５２号

〇議長（星川三喜男君） 日程第１０、議案第５２号 中頓別町税条例の一部を改正する

条例の制定の件を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第５２号 中頓別町税条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、永田総務課長から説明をさせていただきます。

〇議長（星川三喜男君） 永田総務課長。

〇総務課長（永田 剛君） それでは、議案第５２号 中頓別町税条例の一部を改正する

条例の制定についてをご説明申し上げます。

議案７ページをお開き願います。議案第５２号 中頓別町税条例の一部を改正する条例

の制定について。

中頓別町税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり改正する。

令和６年９月９日提出、中頓別町長。

議案１２ページをお開き願います。改正の要旨をご説明申し上げます。改正の要旨、地

方税法の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）、地方税法施行令の一部を改正する

政令（令和６年政令第１３６号、令和６年政令第１３７号、令和６年政令第１３８号）並

びに地方税法施行規則の一部を改正する省令（令和６年総務省令第３７号）が令和６年３

月３１日にそれぞれ公布され、それに伴う中頓別町税条例の一部を改正するものでありま

す。

地方税法改正に伴い、次の事項を改正するものです。１、町民税、新たな公益信託制度

の創設に伴い、公益信託の信託財産とするために支出された当該公益信託に係る信託事務

に関する寄附金を寄附金税額控除の対象とするもの。また、法律改正に合わせて特例措置

を廃止するもの。

２、固定資産税、法律改正に合わせて規定の整備を行うもの。

また、改正の概要については、同項に記載されてありますので、ご参照願います。

続きまして、改正の内容を新旧対照表によりご説明申し上げます。議案９ページをお開

き願います。第３４条の７、１号、リにつきましては、公益信託制度の創設と所得税法の

改正により、公益信託の信託財産とするために支出した当該公益信託に係る信託事務に関

連する寄附金を控除する規定を整備、また法律改正に合わせて文言の整備を行っておりま

す。

議案１０ページ上段、５６条では規定する法人での減免規定を法律改正に合わせて文言

の整備を行ったものであります。

議案１１ページ中段、附則第４条の２、公益信託制度の創設に伴い、特例措置が廃止と
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なります。

議案８ページをお開き願います。附則第１条では施行期日を、第２条では経過措置を規

定しております。

以上、簡単ではありますが、ご説明申し上げます。よろしくご審議いただきますようお

願い申し上げます。

〇議長（星川三喜男君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。ありませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第５２号につい

て採決します。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第５２号 中頓別町税条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決され

ました。

◎議案第５３号

〇議長（星川三喜男君） 日程第１１、議案第５３号 中頓別町コミュニティ施設の設置

及び管理等に関する条例の制定の件を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第５３号 中頓別町コミュニティ施設の設置及び管理等に関

する条例の制定について、政策経営課、野田担当課長から説明をさせていただきます。

〇議長（星川三喜男君） 野田政策経営課まちづくり担当課長。

〇政策経営課まちづくり担当課長（野田繁実君） よろしくお願いいたします。議案１３

ページをお開き願います。議案第５３号 中頓別町コミュニティ施設の設置及び管理等に

関する条例の制定について。

中頓別町コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例を別紙のとおり制定する。

令和６年９月９日提出、中頓別町長。

それでは、制定の要旨をご説明いたします。議案２１ページをお開き願います。あわせ

て、別に配付させていただきました補足説明資料もご参照いただければと思います。中頓

別町コミュニティ施設は、第８期中頓別町総合計画策定段階において町内の市街中心部に

位置する立地条件を有効活用した町民活動の拠点づくりとした提案を参考に、町内関係者

との協議、広報紙等にて利活用に際してのアイデア募集や試行活用を実施してきました。
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これまでの経過から、１点目として中学、高校生が集い、活用できるシンボリックな拠点

づくりと勉強以外での活動ができる施設、２点目として町民自ら相互交流を実践し、行政

に頼らないで活動し、共助の仕組みのマッチングや町民相互による支え合いの拠点化とな

る施設、３点目として子ども食堂など地域コミュニティー形成に取り組む活動をされる団

体、個人のサポートを行う施設、そして総合計画７つのアクション活動をサポートする拠

点として運用をスタートし、町民の地域交流の活動、健康増進や文化的活動形成に寄与す

るためのコミュニティ施設としてその位置及び管理に関する条例を制定するものです。

それでは、各条項についてご説明をいたします。議案１４ページにお戻り願います。第

１条は、目的として、町民の地域交流の活動、健康増進や文化的な活動形成に寄与するた

めの拠点施設とすることを定めるものでございます。

第２条は、名称及び位置として、名称を中頓別町コミュニティ施設、位置を枝幸郡中頓

別町字中頓別６５番地とすることを定めるものでございます。

第３条は、使用時間及び休館日を定めるもので、第１項は一日の使用していただく時間

を１０時から１８時までを基本とし、水曜日と木曜日については１８時から２１時までの

時間帯に使用申請があったときには開館するというものでございます。

第２項は、休館日を定めるもので、第１号は年末年始となる１２月３０日から翌年１月

４日までの日、第２号は毎週月曜日と火曜日、第３号は国民の祝日に関する法律に規定す

る休日とするもので、第３項では前２項に定める使用時間と休館日を特に必要があるとな

ったときに変更することができるよう定めるものでございます。

第４条は、使用の許可について定めるもので、第１項は主要区分を別表１に掲げるもの

でございます。議案１８ページに別表１を載せてございます。また、補足説明資料の４ペ

ージ、５ページに平面図を載せてございますので、一緒に御覧いただければと思います。

１階にフリースペース、チャレンジキッチン、２階にコワーキングスペースとして６つの

部屋、展示、掲示をするスペースとして使用申請書の提出と使用許可を事前にすることと

しているところであります。

議案１４ページにお戻りいただきまして、ただし書として、チャレンジキッチンを定期

的に使用したい申請者が複数あり、同じ時間帯で使用が重ならないように事前に日程調整

を行うため、前の月の２０日までに申請いただくように定めるものでございます。

議案１５ページに移りまして、第２項は会員登録について定めるものでございます。そ

の区分は、別表２として議案１８ページに掲載しているところでございます。個人と団体

の別に、さらに町民、一般というふうに分けて登録手続をしていただければ定期的な使用

内容に変更が生じなければ２回目以降の申請を省略するようにするものでございます。こ

こで定期使用となるチャレンジキッチンを対象外としたことについては、毎月の申請をし

ていただくためというところによるものでございます。

議案１５ページになりますが、第３項は１階のフリースペースを占有しないで気軽に出

入りができ、自由に使用をされたい方に第１項の手続を不要とするために定めるものでご
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ざいます。

第４項は、使用許可証を交付することを定めるものでございます。

第５条は、使用の制限を定めるもので、第２項に使用を許可しない事項として、暴力不

法行為を行うおそれのある者、公共及び風俗を害すること、宗教上の儀式、不適切なあっ

せん勧誘、第１条の目的に寄与しない営利を目的としていることといたしました。

第３項は、使用条件を変更または取消しをすることを定めるもので、使用申請内容と使

用内容が異なるとき、許可条件に違反するとき、公益上やむを得ない事由が生じたとき、

秩序を乱す行為があったとき、さらに担当職員の指示に違反し、使用上の遵守事項、遵守

事項につきましては別途規則で定めますが、これに反する行為としています。

第６条は、使用許可を受けた使用者が許可された内容に変更があるときにはその手続を

行っていただくことを定めるものでございます。

第７条は、会員登録及び別表３に掲げる使用料を許可を受けた際に納付していただくこ

とと、また商業使用の区分に適用する使用料と使用延長となった使用料は使用終了後に徴

収することを定めるものでございます。

別表３の使用料金についてご説明いたします。議案１９ページを御覧いただきたいと思

います。別表１、使用区分と別表２、会員登録によりまして、町民会員になられた方の料

金の場合と会員となられない町民の方と一般で会員登録をされた方は同じ料金で、会員登

録をされない一般利用の方の料金としては３つの区分としているところでございます。使

用される方の区分により、施設使用料の区分を分けているというところでございます。詳

細につきましては、省略をさせていただければと思います。

議案１６ページにお戻りいただきたいと思います。第８条は、公用または公益的な活動

等による施設の使用であると認める場合には使用料の全部または一部を減免することがで

きることを定めるものでございます。詳しくは規則で別に定めるということで、今準備を

しているところでございます。

第９条は、使用料の返還の許可について定めるもので、使用料は返還しないことといた

しますが、使用者の責任によらない理由により使用ができなくなったとき、使用前に許可

の取消しや変更申出がされたとき、公益上やむを得ない事由が発生したときには使用料を

返還することとするように定めるものでございます。

第１０条は、使用者の義務を定めるもので、許可を受けた以外の使用の権利譲渡、転貸

してはならないこと、使用は施設の原状回復を行ってから返還すること、原状回復を履行

しないときに要する費用が生じているときにはその費用を支払うものと定めるものでござ

います。

議案１７ページとなりまして、第１１条は賠償の責任を定めるもので、使用者は故意ま

たは過失により施設等を損壊等したときには原状に復し、または損害を賠償しなければな

らないこととする。ただし、やむを得ないと認めるときにはこの限りではないとしたとこ

ろでございます。
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第２項では、使用者の実施する行事等の参加者に事故があったときには、その使用者が

その責任を負うということを定めるものでございます。

第１２条は、施設管理を指定管理者に行わせることができるよう定めるものでございま

す。当面は直営で運用するため、いずれそのときが起き得るときに備え、必要な条項とす

るものでございます。

第１３条のその他は、この条例で定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は規

則で定めることとしています。

附則、この条例は、令和６年１０月１日から施行する。

以上、簡単ではありますが、ご説明申し上げました。ご審議のほどよろしくお願いいた

します。

〇議長（星川三喜男君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

蓮尾さん。

〇１番（蓮尾純一君） すみません、細かい部分なのですけれども、１８ページにある別

表１の中にあるコワーキングスペースとしての利用が想定された場合について、よくある

民間であったり公共でコワーキングスペースを設置する場合において、企業の事務所代わ

りで使うということが多く想定されるのですけれども、その場合に郵便物を届けられるよ

うにするのが大体のパターンなのですけれども、今回はどのように想定をされているかと

いうところについてと、結構大きな施設になりますので、イベント等をやるときに、ここ

の町は車で移動する方が多いので、駐車場はどこを使われるのかなというちょっと心配が

あって、あそこ路上駐車になってしまわないかなというところは今のところどう考えてい

るのか、２点お伺いします。

〇議長（星川三喜男君） 野田政策経営課まちづくり担当課長。

〇政策経営課まちづくり担当課長（野田繁実君） コワーキングスペースの利用に関して

でありますが、会社としてご利用していただくというところは今の時点で想定はしていな

いというところでございます。あくまでもちょっとしたオンラインの会議ですとか、ちょ

っと別な環境で仕事をされたいというような方を当初想定しておりますので、今後会社で

の利用というようなことが実際に起きたときには別途調整しながらというふうに考えてい

るところでございます。

次に、駐車のことについてですが、夏に関してはまず旧安川商店のところの駐車スペー

スと元消防があったスペース、さらにたくさんの人数をお呼びになるような活動、行事等

になれば郷土資料館の駐車場をご利用いただくような形でこの間利用していただく方々と

は相談をしてきたところです。ただ、冬になりますとどの場所も雪置場になってしまいま

すので、そこは道路管理者の方々と、一番ベストな形とはしていませんけれども、郷土資

料館になるべく置いていただいたほうが、車も道路際に駐車をしないような形を原則とし

て進めたいなと思っておりますので、利用される皆様方とは合意形成を図りながら詰めて

いきたいというふうに考えているところでございます。



- 46 -

〇議長（星川三喜男君） そのほかありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第５３号につい

て採決します。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第５３号 中頓別町コミュニティ施設の設置及び管理等に関する条例は原

案のとおり可決されました。

◎議案第５４号

〇議長（星川三喜男君） 続きまして、日程第１２、議案第５４号 中頓別町新型コロナ

予防接種費用助成に関する条例の制定の件を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第５４号 中頓別町新型コロナ予防接種費用助成に関する条

例の制定について、保健福祉課、相馬担当課長から説明をさせていただきます。

〇議長（星川三喜男君） 相馬保健福祉課保健担当課長。

〇保健福祉課保健担当課長（相馬正志君） 中頓別町新型コロナ予防接種費用助成に関す

る条例の制定についてご説明をいたします。

議案２２ページをお開き願います。議案第５４号 中頓別町新型コロナ予防接種費用助

成に関する条例の制定について。

中頓別町新型コロナ予防接種費用助成に関する条例を別紙のとおり制定する。

令和６年９月９日提出、中頓別町長。

議案の２５ページをお開き願います。制定の要旨を御覧ください。本条例は、令和５年

度で新型コロナワクチンの特例臨時接種が終了し、新型コロナワクチンはインフルエンザ

等と同じＢ類予防接種となったため、町民の費用負担が生じることとなりました。町民の

費用負担を軽減し、新型コロナ感染症の罹患予防を図り、町民の健康を守るために条例を

制定するものであります。

それでは、条例の内容をご説明をいたします。議案２３ページをお開き願います。第１

条、目的では、新型コロナ感染症の罹患予防と住民の健康の保持増進を図ることを目的と

し、新型コロナワクチンの予防接種を受ける者に対し、予防接種に関する費用の一部を助

成する旨を規定しております。

続きまして、第２条、対象者では、予防接種費用の助成を受けることができる対象者を
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規定しており、本町に居住し、住民基本台帳に記録されている者とすることを規定してお

ります。

第３条、予防接種医療機関では、予防接種を受けることができる医療機関を中頓別町内

の医療機関とすることを規定しております。

第２項では、対象者がほかの市町村の医療機関等に長期入院している場合など特別な事

情がある場合、助成対象者からの申請に基づき、ほかの医療機関で予防接種を受けること

ができる規定を定めております。

第４条では、予防接種の期間を規定しており、期間は１０月１日から翌年の３月３１日

までと規定をしております。また、必要と認めるときはその期間を変更することができる

ことも規定しております。

第５条では、助成金の額を規定しており、医療機関の定める予防接種費用から別に定め

る被接種者の負担分を差し引いた額とする旨を規定しております。

第６条では、助成金の支払いについて規定しており、対象者が医療機関において予防接

種を受けたときは助成金の額を医療機関に支払い、予防接種費用の助成を行ったものと見

なすことを規定し、第２項では助成金の支払いは医療機関からの請求により行うこと。

第３項では、医療機関は助成金の額を一月ごとに集計し、翌月の１０日までに予診票を

添えて町に請求すること。

第４項では、第３条第２項で説明しましたほかの医療機関で予防接種を受けた場合によ

る予防接種費用の一部について、申請に基づき、直接対象者に支払うことができる規定を

定めております。

第７条、委任では、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めることを規定してお

ります。

附則、この条例は、令和６年１０月１日から施行する。

また、本条例と関連する施行規則においても制定を行うよう現在進めております。

ワクチン接種に係る自己負担額及び助成金の額等につきましては、別に配付しておりま

す保健福祉課所管の令和６年度中頓別町一般会計補正予算の補足説明資料に記載しており

ますので、ご参照願います。

以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い

いたします。

〇議長（星川三喜男君） ただいま説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第５４号につい

て採決します。
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お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第５４号 中頓別町新型コロナ予防接種費用助成に関する条例は原案のと

おり可決されました。

◎議案第５５号

〇議長（星川三喜男君） 日程第１３、議案第５５号 重要な公の施設並びに議会の議決

に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部を改正する条例の制定の件

を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第５５号 重要な公の施設並びに議会の議決に付すべき重要

な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部を改正する条例の制定について、永田総務

課長から説明をさせていただきます。

〇議長（星川三喜男君） 永田総務課長。

〇総務課長（永田 剛君） 重要な公の施設並びに議会の議決に付すべき重要な公の施設

の利用又は廃止に関する条例の一部を改正する条例の制定についてをご説明申し上げます。

議案２６ページをお開き願います。議案第５５号 重要な公の施設並びに議会の議決に

付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て。

重要な公の施設並びに議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条

例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

令和６年９月９日提出、中頓別町長。

改正の要旨を申し上げます。議案３０ページをお開き願います。中頓別町コミュニティ

施設を重要な公の施設並びに議会の議決を経るべき重要な公の施設の長期的かつ独占的な

利用または廃止に関する施設として位置づけるため、一部改正を行うものです。

続きまして、改正の内容を新旧対照表にてご説明申し上げます。議案２８ページをお開

き願います。第２条では地方税法に基づき条例で定める施設のうち、廃止または長期的か

つ独占的な利用をさせるときに議決が必要となる重要な施設として第１項第９号に中頓別

町コミュニティ施設を追加し、第３条では１年以上の長期的かつ独占的な利用に際し、議

会の議決が必要なことを定める施設として第１項第１号中、町民センターの次に中頓別町

コミュニティ施設を追加、第４条では５年以上の独占的な利用または廃止に議員の同意が

必要な施設を規定する施設として第１項第１号中、町民センターの次に中頓別町コミュニ

ティ施設を追加します。

議案２７ページをお開き願います。附則、この条例は、令和６年１０月１日から適用す
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る。

以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。ご審議いただきますようお願

い申し上げます。

〇議長（星川三喜男君） ただいま説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第５５号につい

て採決します。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第５５号 重要な公の施設並びに議会の議決に付すべき重要な公の施設の

利用又は廃止に関する条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決されました。

◎議案第５６号

〇議長（星川三喜男君） 日程第１４、議案第５６号 行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例の一部を改正する条例の制定の件を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第５６号 行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の

一部を改正する条例の制定について、永田総務課長から説明をさせていただきます。

〇議長（星川三喜男君） 永田総務課長。

〇総務課長（永田 剛君） 議案第５６号 行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例をご説明申し上げます。

議案３１ページをお開き願います。議案第５６号 行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例の一部を改正する条例の制定について。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人

番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年条例第２４号）の一部を別

紙のとおり制定する。

令和６年９月９日提出、中頓別町長。

議案４１ページをお開き願います。改正の要旨をご説明申し上げます。行政手続におけ
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る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律（令和

５年法律第４８号）が令和５年６月９日に公布されたことに伴い、行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）別表第２

が廃止されました。また、令和６年４月１２日公布の行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令（令

和６年政令第１６９号）により令和６年５月２７日から施行されることに伴い、行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用

及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正するものであります。

また、改正の概要について同項に記載されておりますので、ご参照願います。

続きまして、改正の内容を新旧対照表によりご説明申し上げます。議案３５ページをお

開き願います。上段、第１条では法律改正に伴い条、号の整備を行い、中段、第２条では

用語の定義を新設しており、第５号では個人番号利用事務を、６号では特定個人番号利用

事務、７号では利用特定個人情報を定めております。

議案３５ページ下段から議案３６ページ中段までとなります。第４条では、特定個人番

号利用事務を利用できる範囲として教育委員会を追加、また事務処理を行う情報範囲の整

備を行ったものであります。

議案３６ページ中段、第５条では特定個人情報を提供できる照会機関や情報提供機関、

その事務の内容の定義を新設しております。今回の改正では、国の法律改正に基づき教育

委員会から情報照会が来たものを特定個人番号を活用し、情報提供ネットワークシステム

を用いて速やかに情報提供を行うことができるように条例の一部改正を行うものでありま

す。

議案３０ページをお開き願います。附則としまして、この条例は、公布の日から施行と

します。

以上、簡単ではありますが、ご説明申し上げます。よろしくご審議いただきますようお

願い申し上げます。

〇議長（星川三喜男君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。ありませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第５６号につい

て採決します。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第５６号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
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関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す

る条例は原案のとおり可決されました。

◎議案第５７号

〇議長（星川三喜男君） 日程第１５、議案第５７号 中頓別町営住宅の設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例の制定の件を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第５７号 中頓別町営住宅の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例の制定について、北村建設課長から説明をさせていただきます。

〇議長（星川三喜男君） 北村建設課長。

〇建設課長（北村正樹君） 議案第５７号についてご説明いたします。

４２ページをお開きください。議案第５７号 中頓別町営住宅の設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例の制定について。

中頓別町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定

する。

令和６年９月９日提出、中頓別町長。

６０ページをお開きください。改正の要旨でございます。１、入居手続における保証人

の連署する請書提出の義務づけを削除いたしました。第１０条でございます。民法改正に

より、債権関係の規定の見直しや単身高齢者の増加などを踏まえ、今後公営住宅の入居に

際し、保証人を確保することがより一層困難となることが懸念されるところ、保証人を確

保できないために公営住宅に入居できないといった事態が生じることがないよう、保証人

に関する規定を削除いたしました。

２、入居者資格の説明中から地域の実情に応じた入居者条件の例示を削除をいたしまし

た。第５条でございます。地域において独自に入居者の具備すべき条例を定める際の例示

として、現行の中頓別町営住宅の設置及び管理に関する条例においては国税や地方税を滞

納していることと記載していますが、入居希望者の事情は様々であることから、税の滞納

をしている場合であっても配慮すべき場合、これは主に災害の被災者に適用されると考え

られますけれども、それに当たると考えられることから、当該例示を削除するものであり

ます。

３、家賃の減免または徴収猶予の説明中に民生部局との十分な連携を追記いたしました。

第１４条でございます。家賃の滞納が生じた場合に民生部局とも連携して収入等の状況や

入居者の個々の事情を十分に把握し、状況に応じて個別具体的に家賃の納付指導や臨戸訪

問を行うなど適正に家賃徴収を行っていくとともに、必要に応じて家賃減免などの負担軽

減措置を講じるなど、入居者の事情に配慮し、適切な対応を行っていくことが重要である

ことから、民生部局との十分な連携を追記するものです。
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４、認知症の入居者（収入申告ができない者）に関する収入申告義務の緩和（収入申告

に基づかず事業主体が収入認定）を反映いたしました。第１３条第４項でございます。

５、入居者に修繕を要する費用の負担を求める場合は、当該費用の負担について町長が

具体的に定めなければならないことを記載いたしました。すみません、これは第２０条っ

て書いていますけれども、第１９条の訂正でございます。申し訳ありません。入居者に修

繕を要する費用の負担を求める場合は、当該費用の負担について特約を締結することとな

るため、町長はその内容を具体的に定めなければならないとするものです。

６、入居者が家賃を支払えないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることとする

ことを明記いたします。条文は記載されていませんが、第１７条でございます。不法行為

によって入居した者に対する請求額の算定に利用する利率を法定利率に変更いたしました。

また、他法に規定されている入居者資格の条件が緩和される者をまとめて記載いたしまし

た。

４６ページからは新旧対照表を記載しております。

４３ページからは改め文を記載してございます。

４５ページをめくっていただきまして、下段、附則、この条例は、公布の日から施行す

る。

以上、簡単でありますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いい

たします。

〇議長（星川三喜男君） ただいま説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第５７号につい

て採決します。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第５７号 中頓別町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例は原案のとおり可決されました。

◎議案第５８号

〇議長（星川三喜男君） 続きまして、日程第１６、議案第５８号 中頓別町国民健康保

険条例の一部を改正する条例の制定の件を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。
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〇町長（小林生吉君） 議案第５８号 中頓別町国民健康保険条例の一部を改正する条例

の制定について、土屋保健福祉課長から説明をさせていただきます。

〇議長（星川三喜男君） 土屋保健福祉課長。

〇保健福祉課長（土屋順一君） それでは、議案６２ページをお開き願います。議案第５

８号 中頓別町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について。

中頓別町国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

令和６年９月９日提出、中頓別町長。

議案６５ページをお開き願います。改正の要旨を御覧ください。行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行

に伴う関係法令の整備等及び経過措置に関する政令（令和６年政令第２６０号）が公布さ

れたことに伴い、中頓別町国民健康保険条例の一部を改正するものでございます。

６３ページをお開きください。読み上げての説明といたします。中頓別町国民健康保険

条例の一部を改正する条例。

中頓別町国民健康保険条例（昭和３４年中頓別町条例第５号）の一部を次のように改正

する。

第１４条中「第９項」を「第５項」に、「若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第３

項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない」を「又は

虚偽の届出をした」に改める。

附則として、この条例は、令和６年１２月２日から施行する。

以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願

いいたします。

〇議長（星川三喜男君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。ありませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第５８号につい

て採決します。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第５８号 中頓別町国民健康保険条例の一部を改正する条例は原案のとお

り可決されました。

◎議案第５９号

〇議長（星川三喜男君） 日程第１７、議案第５９号 工事請負契約の締結の件を議題と
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します。

本件について提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第５９号 工事請負契約の締結について、北村建設課長から

説明をさせていただきます。

〇議長（星川三喜男君） 北村建設課長。

〇建設課長（北村正樹君） 工事請負契約の締結についてをご説明いたします。

６６ページ、別に配付いたしました１枚物の両面になります。議案第５９号 工事請負

契約の締結について。

令和６年９月３日に指名競争入札に付した建設工事について、下記のとおり請負契約を

締結するため、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求める。

令和６年９月９日提出、中頓別町長。

契約の内容でございます。契約の目的、中頓別町立中学校改修工事。契約の方法、指名

競争入札による契約。契約金額、８，５２５万円。契約の相手方、稚内市潮見１丁目９番

１５号、石塚建設興業株式会社代表取締役社長、石塚英資です。

本工事は、新しい学校造りの建設工事に先立ち、中学校を小学校の仮校舎として利用す

るための改修工事となっております。工期につきましては令和７年２月２１日を予定して

いますが、本年１２月末をもって仮校舎として利用できるよう完成を予定しております。

落札率については９８．８５％で、入札の結果につきましては次ページを参照願います。

以上、簡単でありますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いい

たします。

〇議長（星川三喜男君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。ありませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。あ

りませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第５９号を採決

します。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第５９号 工事請負契約の締結の件は原案のとおり可決されました。

ここで暫時休憩いたします。
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休憩 午後 ４時０８分

再開 午後 ４時０９分

〇議長（星川三喜男君） 休憩前に戻り会議を開きます。

◎議案第６７号

〇議長（星川三喜男君） 日程第１８、議案第６７号 辺地に係る公共的施設の総合整備

計画の変更の件を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第６７号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更につ

いて、笹原政策経営課長から説明をさせていただきます。

〇議長（星川三喜男君） 笹原政策経営課長。

〇政策経営課長（笹原 等君） 議案第６７号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の

変更についてご説明申し上げます。

追加議案の１ページをお開き願います。議案第６７号 辺地に係る公共的施設の総合整

備計画の変更について。

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７

年法律第８８号）第３条第８項の規定に基づき、中頓別辺地に係る公共的施設の総合整備

計画を別紙のとおり変更する。

令和６年９月９日提出、中頓別町長。

４ページを御覧願います。変更の要旨でありますが、本計画に登載しております各事業

の令和６年度から令和１０年度までの計画期間における事業費及び辺地対策事業債の予定

額が計画額を上回る見込みとなったことから、本計画の変更を行うものでございます。

それでは、２ページをお開き願います。変更部分についてご説明申し上げます。３の公

共的施設の総合整備計画におきまして、施設名、道路の事業費を１１億１，０４０万円か

ら１６億１，０４０万円に、財源内訳、特定財源を１０億７，３０４万６，０００円、一

般財源を５億３，７３５万４，０００円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を５億

３，６７０万円に変更。施設名、飲用水供給施設の事業費を９，０９９万円から５億４，

０９９万円に、財源内訳、特定財源を１億８，２０２万７，０００円、一般財源を３億５，

８９６万３，０００円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を３億５，８８０万円に

変更。施設名、農道及び林道の事業費を１億９００万円から３億３，０８０万円に、財源

内訳、特定財源を１億５，８５０万８，０００円、一般財源を１億７，２２９万２，００

０円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を１億７，２１０万円に変更。施設名、消

防施設の事業費を３６３万９，０００円から１，５６３万９，０００円に、財源内訳、一

般財源を１，５６３万９，０００円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を１，５６
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０万円に変更。施設名、除雪機械の事業費を５，８００万円から２億９，７９７万７，０

００円に、財源内訳、特定財源を１億７，３６０万円、一般財源を１億２，４３７万７，

０００円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を１億２，３５０万円に変更。施設名、

農業共同利用施設の事業費を４，６７２万３，０００円から６，６７２万３，０００円に、

財源内訳、一般財源を６，６７２万３，０００円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定

額を６，６６０万円に変更。施設名、観光またはレクリエーション施設の事業費を４，３

８７万２，０００円から２億５，９６９万３，０００円に、財源内訳、一般財源を２億５，

９６９万３，０００円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を２億５，９６０万円に

変更するものでございます。

本計画策定時の各事業費につきましては、一部の事業を除きまして把握できる単年度事

業費で整理していたところでございますが、今回道路ですとか観光またはレクリエーショ

ン施設におきまして今年度における辺地対策事業債の予定額を上回る見込みの事業が生じ

たことにより計画の変更が必要となったことから、これに併せまして全体的に５年分の事

業費の精査、積み上げを行い、変更を行うものでございます。

なお、各施設名の事業内訳につきましては３ページに掲載のとおりとなっておりますの

で、ご参照願います。

以上、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

〇議長（星川三喜男君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。ありませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第６７号につい

て採決します。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第６７号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更は原案のとおり可

決されました。

暫時休憩します。

休憩 午後 ４時１５分

再開 午後 ４時１６分

〇議長（星川三喜男君） 休憩前に戻り会議を開きます。

議場の時計で２５分まで休憩いたします。
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休憩 午後 ４時１６分

再開 午後 ４時２５分

〇議長（星川三喜男君） 休憩前に戻り会議を開きます。

◎議案第６０号

〇議長（星川三喜男君） 続きまして、日程第１９、議案第６０号 令和６年度中頓別町

一般会計補正予算を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第６０号 令和６年度中頓別町一般会計補正予算につきまし

て、笹原政策経営課長から説明をさせていただきます。

〇議長（星川三喜男君） 笹原政策経営課長。

〇政策経営課長（笹原 等君） 議案第６０号 令和６年度中頓別町一般会計補正予算に

ついてご説明申し上げます。

予算書１ページをお開き願います。令和６年度中頓別町一般会計補正予算。

令和６年度中頓別町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条第１項 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，９０１万６，０００

円を追加し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ４７億２，５０６万５，０００円

とする。

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条 既定の地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。

令和６年９月９日提出、中頓別町長。

４ページをお開き願います。第２表、地方債補正。１点目は、過疎対策事業債の変更で

ございます。起債の目的、過疎対策事業債の限度額を変更前４億１，０４０万円から変更

後４億１，１２０万円とするもので、起債の方法、利率、償還の方法に変更はございませ

ん。変更事業のみご説明申し上げます。過疎地域持続的発展特別事業の限度額を変更前６，

０３０万円から変更後６，０８０万円とするもので、いわゆるソフト事業に充当できる配

分額が増額となったことによる追加。中頓別学園整備事業の限度額を変更前１億５，６０

０万円から変更後１億５，６３０万円とするもので、笹野川整備工事において電柱移設補

償費が生じることに伴い、追加するものでございます。

２点目、起債の目的、辺地対策事業債の限度額を変更前２億８，２９０万円から変更後
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３億９，７２０万円とするもので、起債の方法、利率、償還の方法に変更はございません。

変更事業のみご説明申し上げます。秋田原野線交付金事業の限度額を変更前２，６３０万

円から変更後３，３００万円に、橋梁長寿命化整備事業の限度額を変更前５００万円から

変更後１，２５０万円に、中頓別弥生線交付金事業の限度額を変更前４，２７０万円から

変更後１億１，２６０万円に、除雪機械整備事業の限度額を変更前１，９３０万円から変

更後４，２４０万円に変更するもので、いずれも国庫補助金の額確定に伴い、不足する財

源を起債に振り替えることによる追加でございます。林業専用道上頓別線開設事業の限度

額を変更前１，５１０万円から変更後１，７１０万円に変更、事業内容の精査による追加、

ピンネシリ温泉改修事業の限度額を変更前３，４１０万円から変更後３，９２０万円に変

更、施設改修工事の実施設計業務委託料を計上したことに伴い、追加するものでございま

す。

３点目、起債の目的、緊急自然災害防止対策事業債の限度額を変更前２，７３０万円か

ら変更後２，５１０万円とするもので、起債の方法、利率、償還の方法に変更はございま

せん。道路施設予防保全事業の限度額を変更前２，６３０万円から変更後２，４１０万円

とするもので、事業内容の確定による減額でございます。河床掘削事業につきましては、

変更ございません。

６ページをお開きいただきまして、地方債補正４点目は公共施設等適正管理推進事業債

の限度額を変更前３，０６０万円から変更後３，２７０万円とするもので、起債の方法、

利率、償還の方法に変更はございません。道路長寿命化事業で事業内容の精査により追加

するものでございます。

続きまして、事項別明細書、歳出からご説明をいたします。１６ページをお開き願いま

す。２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では、既定額から２３４万８，０００

円を減額し、６億３，４７１万９，０００円とするもので、人事管理事務事業、２節給料

で１２１万８，０００円、３節職員手当等で７７万５，０００円、４節共済費で２４万８，

０００円、１８節負担金補助及び交付金で１０万７，０００円をそれぞれ減額、一般会計

と水道事業会計での人件費計上の精査によるものでございます。詳細につきましては、別

に配付しております総務課総務グループ作成の補正予算説明資料をご参照願います。また、

人件費の詳細につきましては、２８ページ以降の給与費明細書をご参照願います。

４目財政管理費では、既定額に８４万円を追加し、２，６６３万６，０００円とするも

ので、町有財産維持管理事業、１０節需用費で車両修繕料としてマイクロバス車検費用１

５万円、町有住宅の電気温水器取替え費用として５３万５，０００円、合わせて６８万５，

０００円を追加計上、１８節負担金補助及び交付金では宮下会館の修繕費用に対する町負

担分１１万７，０００円を計上、２６節公課費ではマイクロバス車検に係る自動車重量税

３万８，０００円を追加、詳細につきましては建設課建設グループ作成の補正予算説明資

料をご参照願います。

５目企画費では、既定額に１５７万５，０００円を追加し、１億２，４３２万９，００
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０円とするもので、総合開発委員会事業、２節給料で９７万３，０００円、３節職員手当

等で２９万８，０００円、４節共済費で１２万４，０００円をそれぞれ計上、中頓別町コ

ミュニティ施設の管理運営を行う会計年度任用職員を配置するための人件費を計上、１１

節役務費で３万円、１７節備品購入費で１５万円を計上、スマートフォンの購入費用と通

信費用でございます。詳細につきましては、政策経営課作成の補正予算説明資料をご参照

願います。

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費では、既定額に４万５，０００円を

追加し、２，５８３万８，０００円とするもので、社会福祉総務事業、１８節負担金補助

及び交付金で外国人介護福祉人材育成支援協議会への負担金として２万円を計上、１９ペ

ージ上段、２２節償還金利子及び割引料で過年度の国庫負担金の返還金２万５，０００円

を計上。詳細につきましては、保健福祉課作成の補正予算説明資料をご参照願います。

１８ページでございます。２目老人福祉費では、既定額に１５５万２，０００円を追加

し、１億９，３６５万６，０００円とするもので、養護老人ホーム運営事業、１０節需用

費で火災通報装置の修繕費として１８万２，０００円を追加、１９節扶助費で介護保険サ

ービス利用者負担加算、入院患者日用品費、合わせまして１３７万円を計上。詳細につき

ましては、養護老人ホーム長寿園作成の補正予算説明資料をご参照願います。

４目障害者福祉費では、既定額に３５万８，０００円を追加し、１億１，９１４万１，

０００円とするもので、障害者総合支援給付事業、２２節償還金利子及び割引料に同額を

追加、過年度の道費負担金の返還金でございます。

７目地域福祉対策事業費では、既定額に２４万円を追加し、４０９万円とするもので、

緊急通報システム事業、１２節委託料に同額を追加、新規申込みと今後の見込み含め、不

足見込額を計上。

８目介護福祉センター費では、既定額に８２万５，０００円を追加し、６８５万２，０

００円とするもので、介護福祉センター管理事業、１７節備品購入費で同額を追加、施設

開設当初から設置しておりますストーブ３台分が故障しており、これを更新する費用でご

ざいます。

２項児童福祉費、７目こども包括支援費では、既定額に２９８万７，０００円を追加し、

９７６万２，０００円とするもので、子ども・子育て支援事業、１２節委託料に子ども・

子育て支援事業計画策定業務委託料として同額を追加計上。

４款衛生費、１項保健衛生費、１目予防費では、既定額に７７４万６，０００円を追加

し、２，３１３万４，０００円とするもので、新型コロナウイルスワクチン接種事業、１

２節委託料に定期接種及び任意接種に対する委託料として同額を計上。

３目環境衛生費では、既定額に５８万３，０００円を追加し、１億５，４１２万９，０

００円とするもので、環境保全活動推進事業、１４節工事請負費に役場庁舎裏に設置して

おります太陽光パネルの一部に損傷が見られることから、これを交換する費用として同額

を計上。詳細につきましては、総務課住民グループ作成の補正予算説明資料をご参照願い
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ます。

２項上水道費、１目上水道施設費では、既定額に１，０６７万３，０００円を追加し、

９，１７２万６，０００円とするもので、水道事業運営補助事業、１８節負担金補助及び

交付金に同額を追加、水道事業会計の人件費の精査及び水道施設更新計画改定業務委託料

の計上に伴う一般会計負担金として計上するものでございます。

２０ページをお開きいただきまして、５款労働費、１項１目労働諸費では、既定額に３

５７万３，０００円を追加し、９０２万９，０００円とするもので、くらしとしごとの相

談窓口事業、１８節負担金補助及び交付金に同額を追加、特定地域づくり事業協同組合に

対する運営補助金でございますが、当初予算で措置した助成金につきましては国庫補助金

の対象となる費用を除いて積算したため、組合の歳出予算に不足が生じること、また新た

に採用した職員分の財産的基礎額を確保する必要があることから、追加するものでござい

ます。詳細につきましては、産業課商工労働・観光まちづくりグループ作成の補正予算説

明資料をご参照願います。

６款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費では、既定額に７７万５，０００円を

追加し、９，０３８万８，０００円とするもので、６次産業化推進事業、８節旅費に５６

万円、１０節需用費に１０万１，０００円、１３節使用料及び賃借料に１１万４，０００

円をそれぞれ追加、名古屋市で開催される外食産業展示会に参加するための費用として追

加。詳細につきましては、産業課産業グループ作成の補正予算説明資料をご参照願います。

３目畜産業費では、既定額に１２０万４，０００円を追加し、１億５，０６３万１，０

００円とするもので、循環農業支援センター管理事業、１０節需用費で堆肥化処理施設の

機械修繕費用として同額を計上。

２項林業費、２目林道費では、既定額から２，３４０万円を減額し、１億１，６５６万

１，０００円とするもので、内容は林道管理事業、１４節工事請負費で林道の補修が必要

なところが新たに発生したことにより５０万円を追加、林業専用道上頓別線開設事業、１

４節工事請負費で産廃処理やのり面の崩壊対策など工事内容の追加により５００万円を追

加、１６節公有財産購入費で１５万円、２１節補償補填及び賠償金では７５万円、それぞ

れ事業内容の精査により減額、林業専用道松音知３号線開設事業では、北海道の予算配分

がなかったため事業を中止し、１２節委託料、１４節工事請負費ともに事業費を皆減する

ものでございます。詳細につきましては、産業課産業グループ作成の補正予算説明資料を

ご参照願います。

２２ページをお開きいただきまして、７款商工費、１項商工費、１目商工総務費では、

既定額に１，７１２万５，０００円を追加し、６，１００万８，０００円とするもので、

商工業振興対策推進事業、１８節負担金補助及び交付金で同額を追加、商工業振興支援補

助金の制度拡充に伴い、今後の申請予定を含めて予算に不足が見込まれることから、追加

するものでございます。

２目観光費では、既定額に７０３万４，０００円を追加し、１億２，０３８万円とする
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もので、内容はピンネシリ温泉運営事業、１２節委託料に温泉導水管で修繕が必要な箇所

が生じたため、９０万円を追加、また浴室改修工事に係る実施設計委託料として５０１万

４，０００円、合わせまして６００万４，０００円を追加、１３節使用料及び賃借料では

源泉導水管敷地の貸付料４万円を追加、中頓別町山村交流施設管理運営事業、１０節需用

費でキャンプ場付近で北電が実施する電柱移設工事に伴いまして当町管理の管路及びケー

ブル移設が必要なため、９９万円を追加。

８款土木費、２項道路橋梁費、１目道路維持費では、既定額に２９５万円を追加し、２

億１，３８３万６，０００円とするもので、内容は除排雪事業、１２節委託料で除排雪委

託料の見直しによりまして６７１万１，０００円を追加、１７節備品購入費では除雪トラ

ック購入の事業費確定により１４８万４，０００円を減額、道路維持補修事業、１４節工

事請負費では事業費の確定により２２７万７，０００円を減額。

３目道路新設改良費では、既定額に２２７万７，０００円を追加し、２億９，０１０万

４，０００円とするもので、道路長寿命化事業、１４節工事請負費で路面補修工事で事業

内容の追加により同額を追加するものでございます。

９款消防費、１項１目消防費では、既定額に１０万円を追加し、１億３，３６２万７，

０００円とするもので、消防事業、１８節負担金補助及び交付金に同額を追加。

別に配付してございます令和６年度一般会計予算別紙内訳明細書の１ページ、２ページ

を御覧いただきたいと思います。また、南宗谷消防組合中頓別支署作成の補正予算補足資

料も別に配付させていただいておりますので、併せてご参照いただきたいと思います。明

細書の１ページになりますが、９款消防費、１項常備消防費、２目中頓別支署費では、既

定額に１０万円を追加し、１億７４４万３，０００円とするもので、消防署管理事業、１

０節需用費に同額を計上、消防庁舎の洗面所に２か所設置しておりますシングル混合水栓

の１か所が破損し、修理が必要な状況となっているため、修繕費を追加するものでござい

ます。

予算書にお戻りいただきまして２４ページをお開き願います。１０款教育費、１項教育

総務費、２目事務局費では、既定額に３７万６，０００円を追加し、３億４，５６６万１，

０００円とするもので、中頓別学園整備事業、２１節補償補填及び賠償金に同額を計上、

現在進めております笹野川整備工事において電柱移設の必要が生じたため計上。

２項小学校費、１目学校管理費では、既定額に１０万３，０００円を追加し、２，５５

０万８，０００円とするもので、小学校施設維持管理事業、１１節役務費にパソコン等情

報機器の処分費用として同額を追加。詳細につきましては、教育委員会作成の補正予算説

明資料をご参照願います。

３項中学校費、１目学校管理費では、既定額に７３万７，０００円を追加し、１，７２

１万１，０００円とするもので、中学校施設維持管理事業、１１節役務費にパソコン等情

報機器の処分費用として１３万２，０００円を計上、１７節備品購入費では校務用パソコ

ン購入費として６０万５，０００円を計上。
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４項社会教育費、２目町民センター費では、既定額に４２万円を追加し、８９１万６，

０００円とするもので、町民センター運営維持管理事業、３節職員手当等で町民センター

の管理を行う会計年度任用職員の時間外手当に不足が見込まれることから１５万９，００

０円を追加、１０節需用費では施設の消防用設備修繕費用として２６万１，０００円を追

加するものでございます。

３目社会教育施設費では、既定額に１０万６，０００円を追加し、２，０８７万３，０

００円とするもので、郷土資料館及び青少年柔剣道場運営事業、１０節需用費で施設の消

防用設備修繕費用として８万５，０００円、１７節備品購入費では消火器購入費用２万１，

０００円をそれぞれ追加。

４目多目的集会施設費では、既定額に８万１，０００円を追加し、１０７万５，０００

円とするもので、多目的集会施設維持管理事業、１０節需用費で消防用設備修繕費用とし

て５万円、１７節備品購入費では消火器購入費用３万１，０００円をそれぞれ計上するも

のでございます。

２６ページをお開きいただきまして、１２款諸支出金、１項１目特別会計繰出金では、

既定額に４７万９，０００円を追加し、１億５，７５７万５，０００円とするもので、特

別会計繰出金事業、２７節繰出金に同額を追加、特別養護老人ホームにおいて札幌圏の学

生を招いての就業体験や意見交換、セミナーを開催する費用の一部と施設の火災通報装置

の修繕費用の当該特別会計負担分を一般会計から繰出金として追加するものでございます。

予算書の１０ページにお戻り願います。歳出合計、既定額に３，９０１万６，０００円

を追加し、４７億２，５０６万５，０００円とするものでございます。

続きまして、歳入についてご説明をいたします。１２ページをお開き願います。１４款

国庫支出金、２項国庫補助金、５目土木費国庫補助金では、既定額から１億８３３万４，

０００円を減額し、１億８，０８８万４，０００円とするもので、１節道路橋梁費補助金

に同額を計上、秋田原野線交付金工事補助金、雪寒機械更新事業補助金、中頓別弥生線交

付金事業補助金、橋梁長寿命化事業補助金につきましては補助金額の確定に伴う減額、除

雪事業補助金は今回除雪委託料の増額を行ったことによりまして追加計上するものでござ

います。

１５款道支出金、２項道補助金、４目農林業費補助金では、既定額から２，３５０万９，

０００円を減額し、１億６９９万６，０００円とするもので、１２節林道専用道上頓別線

開設事業補助金では事業費の増額に伴い２０９万１，０００円を追加、１４節林業専用道

松音知３号線開設事業補助金では補助採択がなされなかったため、皆減するものでござい

ます。

１８款繰入金、１項基金繰入金、５目地方創生基金繰入金では、既定額に１，７９０万

円を追加し、５，９１０万８，０００円とするもので、１節地方創生基金繰入金に同額を

追加、歳出、６次産業化推進事業の外食産業展示会への参加経費に７７万５，０００円、

商工業振興対策推進事業の商工業振興支援補助金に１，７１２万５，０００円をそれぞれ
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充当。

６目公共施設整備等基金繰入金では、既定額に２６１万２，０００円を追加し、７，０

２４万６，０００円とするもので、１節公共施設整備等基金繰入金に同額を追加、歳出、

環境保全活動推進事業の太陽光パネル交換工事に５８万３，０００円、介護福祉センター

管理事業のストーブ購入費用に８２万５，０００円、循環農業支援センター管理事業の機

械修繕費用に１２０万４，０００円をそれぞれ充当。

１０目財政調整基金繰入金では、既定額を皆減するもので、令和５年度からの繰越金に

振り替えるものでございます。

２項特別会計繰入金、１目介護保険事業特別会計（保険事業勘定）繰入金では新規に２

万５，０００円を計上するもので、１節介護保険事業特別会計（保険事業勘定）繰入金に

同額を計上、昨年度一般会計から当該特別会計へ繰り出した国庫補助金の一部に返還が生

じたため、当該特別会計から繰り入れ、歳出の社会福祉総務事業に充当し、返還を行うも

のでございます。

１４ページをお開き願います。１９款繰越金、１項１目繰越金では、既定額に４，８８

０万５，０００円を追加し、６，０６８万４，０００円とするもので、１節前年度繰越金

に同額を追加、歳出の一般財源とするものでございます。

２０款諸収入、５項収益事業収入、２目老人福祉施設介護収入では、既定額に７８万円

を追加し、９，１８７万４，０００円とするもので、１節老人福祉施設介護収入に同額を

計上、養護老人ホーム入所者の介護サービス利用者負担加算でございます。

６項１目雑入では、既定額に３２３万７，０００円を追加し、２，６７２万円とするも

ので、１節雑入に同額を追加、新型コロナウイルスワクチンの定期接種に対する助成金で

ございます。

２１款町債、１項町債、１目過疎対策事業債では、既定額に８０万円を追加し、４億１，

１２０万円とするもの、２目辺地対策事業債では、既定額に１億１，４３０万円を追加し、

３億９，７２０万円とするもの、４目緊急自然災害防止対策事業債では、既定額から２２

０万円を減額し、２，５１０万円とするもの、５目公共施設等適正管理推進事業債では、

既定額に２１０万円を追加し、３，２７０万円とするもので、いずれも内容につきまして

は第２表、地方債補正で説明をさせていただきましたので、省略をさせていただきたいと

思います。

８ページにお戻り願います。歳入合計、既定額に３，９０１万６，０００円を追加し、

４７億２，５０６万５，０００円とし、歳入歳出のバランスを取っております。

以上、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

〇議長（星川三喜男君） ただいま説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第６０号を採決

します。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第６０号 令和６年度中頓別町一般会計補正予算は原案のとおり可決され

ました。

◎議案第６１号

〇議長（星川三喜男君） 続きまして、日程第２０、議案第６１号 令和６年度中頓別町

国民健康保険事業特別会計補正予算を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第６１号 令和６年度中頓別町国民健康保険事業特別会計補

正予算について土屋保健福祉課長から説明をさせていただきます。

〇議長（星川三喜男君） 土屋保健福祉課長。

〇保健福祉課長（土屋順一君） それでは、議案第６１号 令和６年度中頓別町国民健康

保険事業特別会計補正予算についてご説明いたします。

１ページをお開きください。令和６年度中頓別町の国民健康保険事業特別会計補正予算

は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１９万８，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億８，９６２万７，０００円とする。

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

令和６年９月９日提出、中頓別町長。

初めに、事項別明細書、歳出からご説明いたします。１０ページをお開きください。１

款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費で、既定額に１９万８，０００円を追加し、

６６１万８，０００円とするもので、１８節負担金補助及び交付金で月報クラウド運用負

担金について国民健康保険産前産後保険料負担金の交付申請方法の変更に伴い、国保事業

状況報告システムクラウドの改修が必要となったため、追加するものでございます。

６ページをお開き願います。歳出合計、既定額に１９万８，０００円を追加し、２億８，

９６２万７，０００円とするものであります。

続きまして、歳入についてご説明いたします。８ページをお開きください。３款道支出

金、１項道負担金、１目保険給付費等交付金で、既定額に１９万８，０００円を追加し、
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２億３，６８５万１，０００円とするもので、２節保険給付費等交付金において歳出、総

務費でご説明いたしました国保事業状況報告システムクラウドの改修に係る負担金と同額

を特別調整交付金分として追加するものでございます。

４ページをお開き願います。歳入合計、既定額に１９万８，０００円を追加し、２億８，

９６２万７，０００円とし、歳入歳出のバランスを取っております。

以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願

いいたします。

〇議長（星川三喜男君） ただいま説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第６１号につい

て採決します。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第６１号 令和６年度中頓別町国民健康保険事業特別会計補正予算は原案

のとおり可決されました。

◎議案第６２号

〇議長（星川三喜男君） 続きまして、日程第２１、議案第６２号 令和６年度中頓別町

国民健康保険病院事業会計補正予算を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第６２号 令和６年度中頓別町国民健康保険病院事業会計補

正予算につきまして、西村国保病院事務長から説明をさせていただきます。

〇議長（星川三喜男君） 西村国保病院事務長。

〇国保病院事務長（西村智広君） よろしくお願いいたします。議案第６２号 令和６年

度中頓別町国民健康保険病院事業会計補正予算についてご説明いたします。

１ページをお開き願います。総則、第１条、令和６年度中頓別町国民健康保険病院事業

会計の補正予算は、次に定めるところによる。

収益的収入及び支出、第２条、令和６年度中頓別町国民健康保険病院事業会計予算書第

３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

病院事業収益につきましては、既決予定額に８８９万８，０００円を追加し、５億８，

９３８万円とするものです。
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病院事業費用では、既決予定額に８８９万８，０００円を追加し、５億８，９３８万円

とするものであります。

令和６年９月９日提出、中頓別町長。

それでは、収益的収支の支出をご説明いたします。１７ページをお開き願います。別に

配付してございます補足説明資料の１ページもお開き願います。１款病院事業費用、１項

医業費用、１目給与費の既決予定額に５０万９，０００円を追加し、４億３０７万４，０

００円とするもので、給料の６万７，０００円の減額は調理員のフルタイム任用職員の人

員交代により減額、手当の１２万５，０００円の追加、報酬の４５万１，０００円の追加

は調理員パートタイムの１名の採用に伴う期末手当及び報酬分を追加計上するものであり

ます。給与費の明細につきましては７ページから１４ページまで掲載しておりますので、

ご参照願います。

２目材料費は、既決予定額に７９８万９，０００円を追加し、４，９８０万２，０００

円とするもので、薬品費に７４１万円、診療材料費に５７万９，０００円を追加するもの

で、新型コロナウイルスワクチンの全額公費負担接種が令和６年３月３１日で終了したこ

とから、令和６年度の定期接種及び任意予防接種に関わるワクチン及び注射器等の費用分

を計上するものであります。

３目経費は、既決予定額に４０万円を追加し、７，１１０万２，０００円とするもので、

委託料に同額を計上、コロナウイルス感染者の外来及び入院患者の増加に伴い感染性廃棄

物の処理委託料に不足が見込まれることから、追加するものであります。

次に、収益的収支の収入をご説明いたします。１５ページをお開き願います。１款病院

事業収益、１項医業収益、３目その他医業収益では、既決予定額に８７２万１，０００円

を追加し、３，３１３万１，０００円とするもので、公衆衛生活動収益に同額を計上、新

型コロナウイルスワクチンの定期予防接種及び任意予防接種に関わる収入を計上するもの

であります。

４項特別利益、１目過年度損益修正益は、令和４年２月から令和５年１月の期間で中頓

別町職員リカレント教育支援制度を利用した方が退職し、支援を受けた１０年以内に中途

退職したことにより支援金の返還が生じるため、今年度返還金を受けることから１７万７，

０００円を新規計上するものであります。

予定貸借対照表につきましては３ページに、キャッシュフロー計算書は５ページに添付

しておりますので、ご参照願います。

以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い

申し上げます。

〇議長（星川三喜男君） ただいま説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第６２号につい

て採決します。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第６２号 令和６年度中頓別町国民健康保険病院事業会計補正予算は原案

のとおり可決されました。

◎議案第６３号

〇議長（星川三喜男君） 続きまして、日程第２２、議案第６３号 令和６年度中頓別町

水道事業会計補正予算を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第６３号 令和６年度中頓別町水道事業会計補正予算につき

まして、後藤建設課上下水道担当課長から説明をさせていただきます。

〇議長（星川三喜男君） 後藤建設課上下水道担当課長。

〇建設課上下水道担当課長（後藤晃昭君） 議案第６３号 令和６年度中頓別町水道事業

会計補正予算についてご説明いたします。

１ページをお開き願います。令和６年度中頓別町水道事業会計補正予算。

総則、第１条、令和６年度中頓別町水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによ

る。

収益的収入及び支出、第２条、令和６年度中頓別町水道事業会計予算第３条に定めた収

益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

水道事業収益につきましては、既決予定額に１，２３５万３，０００円を追加し、１億

７，０２８万１，０００円とするものです。

水道事業費用では、既決予定額に１，２３５万３，０００円を追加し、１億７，０２８

万１，０００円とするものであります。

令和６年９月９日提出、中頓別町長。

それでは、収益的収支の支出をご説明いたします。１５ページをお開き願います。また、

別に配付しております水道事業会計補足説明資料をご参照ください。１款水道事業費用、

１項営業費用、２目配水及び給水費において既決予定額５１０万７，０００円に９０８万

２，０００円を追加し、１，４１８万９，０００円とするもので、委託料に８３８万２，

０００円を新規計上、修繕費に７０万円を計上、委託料では令和７年度に改定を予定して

おります簡易水道事業経営戦略に先立ち、今後の更新事業に対する投資資金を整理するこ

とが必要であるため、その基礎となる水道施設更新計画の改定業務を委託するものです。
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修繕費では、今後想定される漏水事故等修繕に要する費用の不足が見込まれることから、

追加するものです。

４目総係費において既決予定額６８３万８，０００円に２２９万１，０００円を追加し、

９１２万９，０００円とするもので、給料１２１万８，０００円、職員手当等７１万８，

０００円、法定福利費２４万８，０００円、退職給付金１０万７，０００円を計上、職員

１名分の当該費用について支出元を一般会計から水道事業会計に変更することから、退職

した職員との差額分について追加するものです。なお、給料及び職員手当等の詳細につき

ましては、７ページから１１ページまでの給与費明細書に掲載しております。

３項特別損失、１目その他特別損失において既決予定額６１８万２，０００円に９８万

円を追加し、７１６万２，０００円とするもので、その他特別損失に同額を計上、令和５

年度分消費税確定申告に伴い、納付に対する不足分を追加するものです。

次に、収益的収支の収入をご説明いたします。１３ページをお開き願います。１款水道

事業収益、１項営業収益、１目給水収益において既決予定額に１６８万円を追加し、５，

３０１万８，０００円とするもので、水道料金に同額を計上、収益的支出の修繕費及びそ

の他特別損失の補正に伴い、収益のバランスを取るために設定するものです。

２項営業外収益、１目他会計補助金において既決予定額に１，０６７万３，０００円を

追加し、３，５６８万１，０００円とするもので、収益的支出の委託料、給料、職員手当

等、法定福利費、退職給付金の補正に伴い、収益のバランスを取るために設定するもので

す。

予定貸借対照表につきましては３ページに、キャッシュフロー計算書は５ページに添付

しておりますので、ご参照願います。

以上、簡単ではありますが、ご説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願

い申し上げます。

〇議長（星川三喜男君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。ありませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第６３号につい

て採決します。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第６３号 令和６年度中頓別町水道事業会計補正予算は原案のとおり可決

されました。
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◎議案第６４号

〇議長（星川三喜男君） 続きまして、日程第２３、議案第６４号 令和６年度中頓別町

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）補正予算を議題といたします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第６４号 令和６年度中頓別町介護保険事業特別会計（保険

事業勘定）でありますが、補正予算につきまして土屋保健福祉課長から説明をさせていた

だきます。

〇議長（星川三喜男君） 土屋保健福祉課長。

〇保健福祉課長（土屋順一君） それでは、令和６年度中頓別町介護保険事業特別会計

（保険事業勘定）補正予算についてご説明いたします。

１ページをお開き願います。令和６年度中頓別町の介護保険事業特別会計（保険事業勘

定）補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３１７万円を追加し、歳入歳

出の予算の総額を歳入歳出それぞれ２億６，３１３万９，０００円とする。

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

令和６年９月９日提出、中頓別町長。

初めに、事項別明細書、歳出からご説明いたします。１０ページをお開き願います。２

款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費では、既定額から

３６万９，０００円を減額し、２，０９３万１，０００円とするもので、１８節負担金補

助及び交付金で居宅介護サービス給付事業の居宅介護サービス給付費訪問介護について減

額、４目居宅介護福祉用具購入費では、既定額から１０万円を減額し、２５万円とするも

ので、１８節負担金補助及び交付金で居宅介護福祉用具購入事業の介護予防福祉用具購入

費について減額、５目居宅介護住宅改修費では、既定額から１０万円を減額し、２５万円

とするもので、１８節負担金補助及び交付金で居宅介護住宅改修事業の居宅介護住宅改修

費について減額、いずれもこれまでの給付実績と今後の見込みにより減額するものとなり

ます。

２項介護予防サービス等諸費、３目介護予防福祉用具購入費では、既定額から５万円を

減額し、１５万円とするもので、１８節負担金補助及び交付金で介護予防福祉用具購入事

業の介護予防福祉用具購入費について減額、４目介護予防住宅改修費では、既定額２５万

円を追加し、４５万円とするもので、１８節負担金補助及び交付金で介護予防住宅改修事

業の介護予防住宅改修費について追加、いずれもこれまでの給付実績と今後の見込みによ

り減額及び追加するものでございます。

３款地域支援事業費、２項包括的支援事業・任意事業費、１目総合相談事業費では、既
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定額に５万円を追加し、２６万９，０００円とするもので、１０節需用費及び１１節役務

費において総合相談事業で実施する６５歳以上の方を対象とした基本チェックリストの封

筒代及び郵便料について不足が見込まれるため、追加するものでございます。

１２ページをお開き願います。５款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金

では、既定額に３４６万４，０００円を追加し、３４６万４，０００円とするもので、２

２節償還金利子及び割引料で償還金事業において令和５年度の介護給付費負担金の精算に

よる額確定により介護給付費国庫補助金返還金で１７４万７，０００円、介護給付費道費

返還金で１３５万３，０００円をそれぞれ計上、また令和５年度の地域支援事業交付金の

精算による額の確定により地域支援事業国庫交付金返還金で３６万４，０００円を計上す

るものでございます。

２項繰出金、１目他会計繰出金では、既定額に２万５，０００円を追加し、２万５，０

００円とするもので、令和５年度の介護保険事業特別会計保険事業勘定において収入した

一般会計繰入金に含まれる低所得者保険料軽減負担金分について精算による額確定により

一般会計での返還金が生じたことから、２７節繰出金で一般会計繰出金２万５，０００円

を計上するものでございます。

６ページをお開き願います。歳出合計、既定額に３１７万円を追加し、２億６，３１３

万９，０００円といたしました。

続きまして、歳入をご説明いたします。８ページをお開き願います。８款繰越金、１項

１目繰越金では、既定額に３１７万円を追加するもので、前年度繰越金の額の確定により、

追加するものでございます。

４ページをお開き願います。歳入合計、既定額に３１７万円を追加し、２億６，３１３

万９，０００円とし、歳入歳出のバランスを取っているところであります。

以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願

いいたします。

〇議長（星川三喜男君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第６４号につい

て採決します。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第６４号 令和６年度中頓別町介護保険事業特別会計（保険事業勘定）補

正予算は原案のとおり可決されました。
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◎議案第６５号

〇議長（星川三喜男君） 続きまして、日程第２４、議案第６５号 令和６年度中頓別町

介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）補正予算を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第６５号 令和６年度中頓別町介護保険事業特別会計（介護

サービス事業勘定）補正予算につきまして、砂金長寿園施設長から説明をさせていただき

ます。

〇議長（星川三喜男君） 砂金特別養護老人ホーム長寿園施設長。

〇長寿園施設長（砂金昌明君） よろしくお願いします。議案第６５号 令和６年度中頓

別町介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）補正予算についてご説明いたします。

１ページをお開き願います。令和６年度中頓別町の介護保険事業特別会計（介護サービ

ス事業勘定）補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条第１項 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１６万１，０００円を

追加し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ５，９９２万７，０００円とする。

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

令和６年９月９日提出、中頓別町長。

最初に、事項別明細書、歳出からご説明いたします。１０ページをお開き願います。１

款総務費、１項施設管理費、１目一般管理費では、既定額に１６万１，０００円を追加し、

５，９９２万７，０００円とするもので、１７節備品購入費でデイサービスで使用してい

る全自動洗濯機と衣類乾燥機が故障したため、購入するものであります。

６ページをお開き願います。歳出合計、既定額５，９７６万６，０００円に１６万１，

０００円を追加し、５，９９２万７，０００円といたしました。

続きまして、歳入をご説明いたします。８ページをお開き願います。１款のサービス収

入では、予算を振り替えた補正内容となっております。１款サービス収入、１項介護給付

費収入、１目在宅サービス事業収入では、既定額に６３６万円を減額し、２，３６８万円

とするもので、次に２目外部サービス事業収入は、新たに６４１万円を追加し、１目在宅

サービス事業収入から２目の外部サービス事業収入に予算を振り替えるものであります。

こちらは、養護老人ホーム長寿園が特定施設となり、養護の利用者がデイサービスを利用

した場合、外部サービス扱いとなり、収入区分を明確化するため、予算を振り替えるもの

であります。

３款繰越金、１項１目繰越金では、歳出でご説明いたしました１款総務費で計上してお

ります支出を前年度繰越金で充当するために計上するものであります。

４ページをお開き願います。歳入合計、既定額５，９７６万６，０００円に対して１６
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万１，０００円を追加し、５，９９２万７，０００円とし、歳入歳出のバランスを取って

いるところであります。

以上、簡単ではありますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお

願い申し上げます。

〇議長（星川三喜男君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。ありませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第６５号につい

て採決します。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第６５号 令和６年度中頓別町介護保険事業特別会計（介護サービス事業

勘定）補正予算は原案のとおり可決されました。

◎議案第６６号

〇議長（星川三喜男君） 日程第２５、議案第６６号 令和６年度中頓別町介護保険事業

特別会計（施設介護サービス事業勘定）補正予算を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第６６号 令和６年度中頓別町介護保険事業特別会計（施設

介護サービス事業勘定）補正予算につきまして、砂金長寿園施設長から説明をさせていた

だきます。

〇議長（星川三喜男君） 砂金特別養護老人ホーム長寿園施設長。

〇長寿園施設長（砂金昌明君） よろしくお願いします。議案第６６号 令和６年度中頓

別町介護保険事業特別会計（施設介護サービス事業勘定）補正予算についてご説明いたし

ます。

１ページをお開き願います。令和６年度中頓別町の介護保険事業特別会計（施設介護サ

ービス事業勘定）補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１６９万４，０００円を追加

し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ２億１，８６７万８，０００円とする。

第２項 歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。
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令和６年９月９日提出、中頓別町長。

初めに、事項別明細書、歳出からご説明いたします。１０ページをお開き願います。１

款総務費、１項施設管理費、１目一般管理費では、既定額に１６９万４，０００円を追加

し、２億１，８６７万８，０００円とするもので、７節報償費では９月２０日、２１日に

開催予定の介護のしごと魅力アップ推進事業の講師謝礼金として２４万円を新たに計上す

るものでございます。１０節需用費では、先ほどご説明いたしました介護のしごと魅力ア

ップ推進事業に係る経費として消耗品費８万円、食糧費で２０万７，０００円、当日及び

事前告知用のパンフレット作成のため印刷製本費として１４万５，０００円をそれぞれ追

加及び新規計上するものでございます。また、長寿園の火災報知器の点検に伴い、基盤の

故障により通報が消防署と連動しないことが判明し、取替えが必要なため、修繕費として

１８万２，０００円を計上するものでございます。１１節役務費から１３節使用料及び賃

借料につきましても介護のしごと魅力アップ推進事業に係る経費を補正するものとなりま

すが、１１節役務費では郵便料として５万円を、また学生の活動期間中に加入する総合保

険料として２万円をそれぞれ追加するものでございます。１２節委託料では９月２０日に

開催予定のシンポジウムのセミナー開催業務委託料として３０万円、学生の送迎バス業務

委託料として３５万円を新たに計上、１３節使用料及び賃借料ではセミナーの講師の宿泊

に関わる費用としてセミナー参加者宿泊料９万円、セミナーの会場使用料として３万円を

新たに計上するものでございます。詳細につきましては、老人ホーム長寿園作成の補正予

算補足説明資料をご参照願います。

６ページをお開き願います。歳出合計、既定額に１６９万４，０００円を追加し、２億

１，８６７万８，０００円といたしました。

続きまして、歳入をご説明いたします。８ページをお開き願います。２款繰入金、１項

他会計繰入金、１目一般会計繰入金では、歳出に対して不足する収入について一般会計繰

入金４７万９，０００円を追加するものでございます。

４款道支出金、１項道補助金、１目介護従事者確保総合推進事業補助金では、歳出でご

説明いたしました介護のしごと魅力アップ推進事業の道の補助金について１節介護従事者

確保総合推進事業補助金で１２１万５，０００円を新たに計上するものでございます。

４ページをお開き願います。歳入合計、既定額に１６９万４，０００円を追加し、２億

１，８６７万８，０００円とし、歳入歳出のバランスを取っているところであります。

以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い

申し上げます。

〇議長（星川三喜男君） ただいま説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第６６号につい
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て採決します。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第６６号 令和６年度中頓別町介護保険事業特別会計（施設介護サービス

事業勘定）補正予算は原案のとおり可決されました。

◎議案第６８号

〇議長（星川三喜男君） 続きまして、日程第２６、議案第６８号 令和６年度中頓別町

下水道事業会計補正予算を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第６８号 令和６年度中頓別町下水道事業会計補正予算につ

きまして、建設課、後藤担当課長から説明をさせていただきます。

〇議長（星川三喜男君） 後藤建設課上下水道担当課長。

〇建設課上下水道担当課長（後藤晃昭君） 議案第６８号 令和６年度中頓別町下水道事

業会計補正予算についてご説明いたします。

１ページをお開き願います。令和６年度中頓別町下水道事業会計補正予算。

総則、第１条、令和６年度中頓別町下水道事業会計の補正予算は、次に定めるところに

よる。

収益的収入及び支出、第２条、令和６年度中頓別町下水道事業会計予算第３条に定めた

収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

下水道事業収益につきましては、既決予定額に３１万１，０００円を追加し、１億２，

７８６万４，０００円とするものです。

下水道事業費用では、既決予定額に３１万１，０００円を追加し、１億２，７８６万４，

０００円とするものであります。

令和６年９月９日提出、中頓別町長。

それでは、収益的収支の支出をご説明いたします。９ページをお開き願います。また、

別に配付しております下水道事業会計補足説明資料をご参照ください。１款下水道事業費

用、３項特別損失、１目その他特別損失において既決予定額７０２万７，０００円に３１

万１，０００円を追加、７３３万８，０００円とするもので、その他特別損失に同額を計

上、令和５年度分消費税確定申告に伴い、納付に対する不足分を追加するものでございま

す。

次に、収益的収支の収入をご説明いたします。７ページをお開き願います。１款下水道

事業収益、１項営業収益、１目下水道使用料において既決予定額に３１万１，０００円を

追加し、２，８３２万８，０００円とするもので、下水道事業使用料に同額を計上、収益
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的支出のその他特別損失の補正に伴い、収益のバランスを取るために設定するものです。

予定貸借対照表につきましては３ページに、キャッシュフロー計算書は５ページに添付

しておりますので、ご参照願います。

以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い

申し上げます。

〇議長（星川三喜男君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。ありませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第６８号につい

て採決します。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第６８号 令和６年度中頓別町下水道事業会計補正予算は原案のとおり可

決されました。

◎認定第１号～認定第９号

〇議長（星川三喜男君） 続きまして、日程第２７、認定第１号 令和５年度中頓別町一

般会計歳入歳出決算認定の件、日程第２８、認定第２号 令和５年度中頓別町自動車学校

事業特別会計歳入歳出決算認定の件、日程第２９、認定第３号 令和５年度中頓別町国民

健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件、日程第３０、認定第４号 令和５年度中頓

別町国民健康保険病院事業会計歳入歳出決算認定の件、日程第３１、認定第５号 令和５

年度中頓別町水道事業特別会計歳入歳出決算認定の件、日程第３２、認定第６号 令和５

年度中頓別町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定の件、日程第３３、認定第７号 令和

５年度中頓別町介護保険事業特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算認定の件、日程第３

４、認定第８号 令和５年度中頓別町介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）歳

入歳出決算認定の件、日程第３５、認定第９号 令和５年度中頓別町後期高齢者医療事業

特別会計歳入歳出決算認定の件を一括議題とします。

本件について簡略に提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） ただいま上程されました認定第１号 令和５年度中頓別町一般会

計歳入歳出決算認定から認定第９号 令和５年度中頓別町後期高齢者医療事業特別会計歳

入歳出決算認定までについて、提案の説明をさせていただきたいと思います。

政策経営課から提出させていただいております別添資料、町議会決算審査特別委員会資
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料の１ページを御覧いただきたいと思いますが、令和５年度各会計歳入歳出決算の総括表

をもって説明をさせていただきたいと思います。９会計合計の予算額は７０億２，４０２

万５，０００円に対し、収入済額６４億３，２１５万８６９円、支出済額６１億８，２６

６万１，３３７円となり、差引き残額２億４，９４８万９，５３２円となったところであ

ります。このうち一般会計につきましては１億４，２１９万１，３６０円が差引き残額と

なっているところであります。

以上申し上げました９会計につきまして、いずれの会計におきましても単年度収支につ

きましてはプラスということになっているところであります。詳細につきましては決算審

査特別委員会で報告をさせていただきたいと思いますが、まず総括として簡略な説明をさ

せていただきたいと思います。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

〇議長（星川三喜男君） ただいま説明が終わりましたので、一括質疑を行います。あり

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

◎特別委員会設置の議決

〇議長（星川三喜男君） お諮りします。

ただいま議題となりました認定第１号から第９号は、全議員で構成する決算審査特別委

員会を設置し、これに付託の上、審査することにしたいと思います。なお、当該委員会に

は地方自治法第９８条第１項の規定による検閲、検査権を委任し、付与したいと思います。

これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、認定第１号から第９号については、全議員で構成する決算審査特別委員会を設

置し、これに付託の上、審査することとし、当該委員会には地方自治法第９８条第１項の

規定による検閲、検査権を委任、付与することに決定いたしました。

お諮りします。ただいま決算審査特別委員会に付託することとした認定第１号から第９

号については、会議規則第４６条第１項の規定により、今会期中に審査を終了するよう期

限をつけたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、認定第１号から第９号の決算認定については、今会期中に審査を終了するよう

期限をつけることに決しました。

ここで暫時休憩いたします。

休憩 午後 ５時３５分
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再開 午後 ５時４１分

〇議長（星川三喜男君） 休憩前に戻り会議を開きます。

◎休会の議決

〇議長（星川三喜男君） お諮りします。

本日の会議の散会から決算審査特別委員会の審査が終了するまで休会としたいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、本日の会議の散会から決算審査特別委員会の審査が終了するまで休会とするこ

とに決しました。

◎散会の宣告

〇議長（星川三喜男君） 以上で本日の日程は全て終了しました。

本日はこれをもって散会いたします。

本日はどうもご苦労様でした。

（午後 ５時４２分）
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上記会議のてん末を記載し、その相違ないことを証するために

ここに署名する。

中頓別町議会議長

署名議員

署名議員


